
三
郷
亭
里
制
度
の
原
理
と
由
来

古

賀

登

【
要
約
】
　
秦
漢
の
県
郷
亭
里
制
は
、
伝
文
に
矛
盾
が
あ
り
、
亡
婦
の
統
計
と
も
あ
わ
な
い
と
し
て
、
種
々
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
秦
の
商
鞍
の
降
誕
制

を
、
縦
五
千
歩
、
横
二
千
四
百
歩
（
×
二
）
の
道
に
よ
っ
て
百
頃
の
耕
地
を
十
区
劉
つ
く
り
、
核
家
族
の
成
年
男
子
に
一
頃
ず
つ
割
り
あ
て
た
制
度
と
し
、

一
嵩
1
1
一
許
晒
、
千
五
百
戸
（
う
ち
五
十
　
城
内
）
、
都
郷
1
1
二
肝
銘
、
県
一
一
都
郷
、
三
下
郷
、
百
里
四
方
、
十
里
に
｝
亭
、
蒼
里
に
一
際
郷
を
お
い
た

と
す
る
と
、
す
べ
て
の
伝
文
を
矛
盾
な
く
解
釈
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
統
計
と
一
致
す
る
。
漢
代
の
統
計
に
よ
る
と
、
一
県
下
耕
地
五
千
頃
、
可
耕
地
未

墾
田
二
万
頃
、
邑
居
山
川
林
沢
一
万
二
千
五
百
頃
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
魏
の
李
憧
の
い
う
地
方
百
里
の
侯
国
の
墾
田
対
語
鷺
山
川
林
沢
の
比
と
一
致
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
秦
漢
の
県
門
亭
号
制
は
、
李
狸
の
臨
地
力
説
と
商
鞍
の
歌
謡
制
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
六
巻
二
号
　
一
九
七
三
年
三
月

四郷甲州制度の原理と由来（古賀）

ま
　
え
　
が
　
き

　
さ
き
に
私
は
、
漢
の
長
安
城
の
建
設
プ
ラ
ン
を
検
討
し
、
漢
の
長
安
城
は
、
秦
漢
の
村
落
・
F
都
市
制
度
の
県
郷
制
の
県
（
1
1
都
郷
）
の
制
度
を

指
樽
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
県
郷
制
は
、
秦
の
商
鞍
の
降
阻
制
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
肝
阻
欄
と
は
、
滑
水

な
ど
の
大
河
に
流
入
す
る
諸
川
を
利
用
し
て
灌
早
し
、
五
千
歩
の
幹
線
道
路
の
左
右
に
二
千
四
百
歩
の
支
線
道
路
を
五
本
ず
つ
造
り
、
支
線
道

路
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
五
十
頃
の
耕
地
を
ひ
ら
き
、
そ
れ
を
核
家
族
の
成
年
男
子
に
一
頃
ず
つ
割
り
あ
て
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
商
軟
は
、

こ
れ
を
原
型
と
し
て
既
存
の
耕
地
・
聚
落
を
整
理
し
、
一
肝
隔
に
よ
っ
て
で
き
た
聚
落
を
郷
と
し
、
そ
の
う
ち
二
選
隔
に
発
達
し
た
大
郷
に
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

治
を
お
き
、
そ
れ
を
都
郷
と
よ
び
、
そ
れ
に
お
お
む
ね
百
里
四
方
内
に
あ
る
諸
郷
を
管
轄
さ
せ
た
、
と
推
定
し
た
。

53　（193）



　
と
こ
ろ
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
は
、
県
・
郷
・
亭
・
里
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。

亭
里
制
度
に
つ
い
て
の
卑
見
の
大
要
を
の
べ
、
大
方
の
御
叱
正
を
あ
お
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
①
古
賀
登
「
漢
長
安
城
の
建
設
プ
ラ
ソ
ー
降
晒
・
県
郷
掴
度
と
の
関
係
を
中
心

　
　
と
し
て
一
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
一
巻
第
二
琴
、
一
九
七
二
年
）

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
県
郷
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問
題
の
所
在

　
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
は
、
県
・
郷
・
亭
・
里
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
県
郷
亭
里
制
度
は
、
お
そ
ら
く
秦
の
天
下
統
一
期
に
欄
度

化
さ
れ
、
漢
が
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
県
郷
亭
里
制
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
解
決
の
問
題
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
（
1
）
　
『
風
俗
通
』
に
「
国
家
の
制
度
、
大
浮
十
里
一
掃
」
と
あ
り
、
『
続
漢
書
』
巻
二
八
「
百
官
志
」
五
に
「
里
に
里
魁
あ
り
、
民
に
什
伍
あ
り
。
善
悪

　
　
も
っ
て
告
す
。
　
（
晋
の
司
馬
彪
の
）
本
注
に
い
う
。
里
魁
は
一
里
百
家
を
掌
ど
る
。
貫
主
は
三
家
、
血
圧
は
五
家
、
以
っ
て
相
検
察
す
。
民
に
善
事
あ
ら

　
　
ば
、
以
っ
て
監
官
に
告
ぐ
、
と
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
百
家
一
里
、
十
里
一
年
、
そ
し
て
五
家
ご
と
に
下
主
、
農
家
ご
と
に
什
主
を
お
い
た
こ

　
　
と
に
な
る
。

　
　
　
し
か
る
に
、
　
『
漢
書
』
巻
二
八
下
「
地
理
志
」
に
、
天
下
の
戸
数
、
千
二
百
二
十
三
万
三
千
六
十
二
と
あ
り
、
同
書
巻
一
九
上
「
百
官
公
卿
表
」
に
、

　
　
天
下
の
郷
数
、
六
千
六
百
二
十
二
と
あ
り
、
と
も
に
漢
平
茸
の
元
始
二
年
（
紀
元
後
堤
）
の
統
計
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
戸
数
を
概
数
で
割
る
と
、
一

　
　
郷
千
八
百
四
十
七
戸
と
な
り
、
従
っ
て
、
も
し
百
家
一
里
と
す
る
と
、
十
八
里
一
郷
と
な
り
、
ま
た
も
し
十
里
仙
郷
と
す
る
と
、
百
八
十
七
家
一
里
と
な

　
　
　
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
い
っ
た
い
、
秦
漢
に
百
家
一
里
、
十
里
一
介
と
い
う
制
度
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
誤
伝
な
い
し
は
後
世
の
附
会
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
制
度
と

　
　
し
て
は
存
在
し
た
が
、
実
際
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
里
制
と
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
什
伍
の
制
と
は
、

　
　
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
　
（
2
）
　
『
風
俗
通
』
に
「
十
里
一
管
」
と
あ
る
の
に
、
『
漢
書
』
「
百
官
公
獅
表
」
に
「
大
率
十
里
一
亭
、
亭
に
長
あ
り
。
山
亭
一
理
、
郷
に
三
老
・
有
秩



県郷亭里綱度の原理と由来（古賀）

　
　
　
・
癌
夫
・
游
微
あ
り
」
と
あ
り
、
も
し
こ
の
里
を
里
居
の
里
と
す
る
と
、
十
里
一
亭
、
百
里
一
塁
と
な
り
、
明
ら
か
に
さ
き
の
『
風
俗
通
』
の
記
事
と
矛

　
　
解
す
る
。
し
か
も
、
　
『
漢
書
』
　
「
地
理
志
」
所
載
の
戸
数
を
、
同
書
「
早
宮
公
卿
表
」
所
載
の
亭
数
二
万
九
千
六
百
三
十
五
で
割
る
と
、
一
亭
四
百
十
二

　
　
戸
と
な
り
、
従
っ
て
、
も
し
百
家
一
里
と
す
る
と
、
四
里
一
亭
と
な
り
、
ま
た
亭
数
を
郷
数
で
割
る
と
、
四
亭
一
郷
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
い
っ
た
い
、
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。

　
（
3
）
　
『
続
漢
書
』
　
「
百
官
志
」
の
劉
昭
注
意
馬
引
の
『
漢
宮
儀
』
に
、
「
十
里
に
一
亭
を
響
く
。
亭
長
・
亭
候
あ
り
。
五
里
一
品
、
露
頭
相
去
る
二
里
半
。

　
　
姦
盗
を
司
ど
る
」
と
あ
る
が
、
十
里
一
亭
と
五
里
一
郵
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。

　
　
　
ま
た
、
五
里
一
郵
と
あ
る
の
に
、
郵
間
相
去
る
二
里
半
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

　
（
4
）
　
『
漢
書
』
　
「
百
官
公
卿
表
」
に
「
県
は
製
糖
方
百
里
。
そ
の
民
裂
け
れ
ば
則
ち
減
じ
、
稀
け
れ
ば
則
ち
鑛
ぐ
。
郷
・
亭
ま
た
か
く
の
如
し
。
み
な
秦

　
　
制
な
り
」
と
あ
る
が
、
県
・
郷
・
亭
の
大
き
さ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
多
の
研
究
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
残
存
す
る
史
料
が
僅
少
な
う
え

に
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
つ
ぎ
に
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
逐
一
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
①
　
県
郷
亭
里
制
度
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
池
田
雄
一
「
漢
代
に
お
　
　
　
　
亭
・
里
」
　
（
『
東
洋
学
報
』
第
五
三
巻
第
～
号
、
一
九
七
〇
年
）
、
好
並
隆
司
「
漢

　
　
け
る
里
と
自
然
村
と
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
』
第
三
八
輯
、
一
九
六
九
年
）
の
注
　
　
　
　
　
代
郷
里
制
の
前
提
」
　
（
『
史
学
研
究
』
第
一
＝
二
号
、
一
九
七
一
年
）
、
佐
藤
武
轍

　
　
ω
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
れ
以
後
の
も
の
に
、
越
智
重
明
「
漢
魏
瞥
南
朝
の
郷
・
　
　
　
　
「
商
融
の
県
制
に
関
す
る
覚
書
レ
（
『
中
国
史
研
究
晦
六
、
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
ゆ

二
　
百
家
一
里
、
十
里
廟
郷
と
什
伍
に
つ
い
て

　
先
述
の
よ
う
に
、
露
骨
制
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
着
水
な
ど
の
大
河
に
流
入
す
る
諸
姉
を
利
用
し
て
灌
足
し
、
長
さ
五
千
歩
の
幹
線
道
路

の
左
右
に
、
長
さ
ご
千
四
百
歩
の
支
線
を
五
本
ず
つ
つ
く
り
、
支
線
道
路
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
五
十
頃
の
耕
地
を
ひ
ら
き
、
そ
れ
を
核
家
族
の

成
年
男
子
に
一
頃
ず
つ
割
り
あ
て
た
鯨
蝋
で
あ
る
。
支
線
の
水
が
左
右
五
十
頃
ず
つ
、
計
百
頃
の
耕
地
を
灌
面
し
た
ゆ
え
、
こ
の
道
を
陪
と
い

55 （195）



い
、
幹
線
の
水
が
左
右
五
百
慶
ず
つ
、
二
千
贋
の
耕
地
を
灌
概
し
た
ゆ
え
、
そ
の
道
を
肝

と
い
っ
た
。
商
鞍
は
か
く
し
て
降
陪
を
開
く
と
と
も
に
、
大
家
族
を
核
家
族
に
分
解
し
、

そ
れ
ら
の
耕
地
を
核
家
族
の
成
年
男
子
に
一
頃
ず
つ
割
り
あ
て
た
。
そ
の
成
年
男
子
が
同

時
に
戦
士
で
あ
る
ゆ
え
、
粁
階
上
は
「
か
つ
耕
し
、
か
つ
戦
う
」
耕
戦
制
と
い
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
一
二
に
核
家
族
百
戸
、
一
、
野
に
核
家
族
千
戸
の
聚
落
が

で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
、
そ
れ
ら
の
農
罠
は
、
各
陪
の
上
に
お
か
れ
た
特
定
住
居

区
に
住
ん
で
い
た
と
し
、
そ
れ
が
（
閲
）
里
で
あ
る
と
解
し
、
そ
し
て
一
呑
十
里
を
郷
と

し
た
と
し
、
郷
治
は
、
第
三
番
目
の
阻
が
降
と
交
わ
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
と
解
し
た
。

こ
れ
を
図
説
す
れ
ば
図
1
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
商
鞍
は
、
こ
れ
を
原
型
と
し
て
既

存
の
耕
地
・
聚
落
を
再
編
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
漢
元
始
二
年
の
統
計
と
認
め
ら
れ
る
『
漢
書
』

る
同
書
「
百
官
公
卿
表
」
の
天
下
の
郷
数
で
割
る
と
、
　
一
円
平
均
、

一
里
“
一
〇
〇
戸
と
す
る
と
、
一
置
目
一
八
里
、
ま
た
、
も
し
一
〇
里
1
1
一
郷
と
す
る
と
、

　
た
し
か
に
漢
意
の
一
里
を
百
戸
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
晋
の
司
馬
彪
だ
け
で
あ
っ
て
、

を
示
す
よ
う
な
も
の
は
、
　
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
岡
崎
文
夫
氏
は
、
　
『
続
漢
書
』

と
い
う
伝
文
は
、
晋
綱
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
⑦

落
と
す
る
鎌
田
重
雄
ハ
伊
藤
徳
男
、
桜
井
芳
郎
、
小
畑
龍
雄
、
清
水
盛
光
、
松
本
善
海
、

百
家
を
一
里
と
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
、

は
別
に
、
行
政
的
に
区
劃
し
た
里
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
里
の
戸
教
は
、

図1　百家一里，十里一郷について
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「
地
理
志
」
所
載
の
天
下
の
戸
数
を
、
同
じ
く
元
始
二
年
の
統
計
と
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
一
一
三
三
〇
六
二
戸
÷
六
六
ニ
ニ
郷
“
一
八
七
四
戸
と
な
る
。
従
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里
1
1
一
八
七
戸
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誌
代
の
史
料
に
は
そ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
百
官
志
」
の
司
馬
彪
の
本
注
に
い
う
「
一
里
百
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

漢
代
の
里
に
一
定
の
戸
数
を
含
む
と
い
う
ふ
し
は
な
い
と
さ
れ
、
同
じ
く
豊
代
の
里
を
自
然
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
池
重
造
、
大
淵
忍
爾
、
厳
耕
望
諸
氏
は
、
漢
代
に

　
漢
代
の
里
を
行
政
区
劃
と
す
る
日
比
野
丈
夫
氏
も
、
漢
代
に
は
、
自
然
村
落
と
し
て
の
里
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
規
準
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
百
戸
と
い
う
よ
う
な
一
定
数
で
は
な



県郷享里欄度の原理と由来（古賀）

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
っ
た
と
さ
れ
、
同
じ
く
里
を
行
政
村
と
す
る
曲
守
約
氏
は
、
一
里
を
二
十
五
家
と
さ
れ
、
越
智
重
明
氏
は
、
別
な
角
度
か
ら
漢
代
の
戸
を
検

討
さ
れ
・
墨
形
の
戸
は
・
父
生
存
藍
隈
同
居
共
財
を
原
則
と
し
・
核
家
警
戸
を
重
と
す
る
草
聖
は
な
か
・
た
と
さ
れ
て
い
砺
・

　
し
か
し
、
秦
の
商
鞍
の
開
墾
と
作
邑
は
、
主
と
し
て
郷
民
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
都
落
は
、
核
家
族
胃
戸
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
。
ま
た
、

『
漢
書
』
の
戸
数
は
、
六
千
六
百
二
十
二
郷
で
割
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
郷
の
中
に
は
、
県
治
の
お
か
れ
た
都
郷
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ

私
見
に
よ
れ
ば
、
都
郷
は
他
の
諸
子
す
な
わ
ち
下
郷
の
倍
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
か
ら
（
図
∬
参
照
）
、
六
千
六
百
二
十
二
郷
か
ら
同
書
所
載

の
県
数
す
な
わ
ち
一
千
五
百
八
十
七
都
郷
を
引
き
、
そ
れ
に
一
千
五
百
八
十
七
郷
の
二
倍
を
加
え
た
も
の
で
除
す
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
元

始
二
年
の
一
郷
の
平
均
戸
数
は

　
＝
一
二
三
三
〇
六
二
二
戸
÷
〔
（
六
六
ニ
ニ
郷
1
一
五
八
七
都
郷
）
十
（
一
五
八
七
郷
×
二
）
〕

　
　
一
一
四
九
〇
戸

　
　
非
一
五
〇
〇
戸

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
千
戸
が
階
上
に
お
か
れ
た
十
個
の
（
闇
）
里
に
百
戸
ず
つ
に
な
っ
て
住
み
、
五
百
戸
が
郷
治
す
な
わ
ち
郷
の
中
心
に
つ
く

ら
れ
た
郷
城
内
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
城
内
居
住
者
は
、
役
人
・
法
人
・
商
工
業
者
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
秦
漢
時
代
の
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

民
が
、
城
郭
内
に
住
ん
で
い
た
か
、
城
郭
外
に
住
ん
で
い
た
か
、
意
見
が
分
か
れ
る
が
、
私
は
、
城
外
腰
上
の
里
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
る
。

　
城
内
に
住
ん
で
い
た
役
人
・
軍
人
・
商
工
業
者
た
ち
も
、
百
戸
一
里
の
編
成
で
居
住
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
後
出
の
戦
国
な
い
し
樽
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
古
城
肚
と
認
め
ら
れ
る
河
北
省
武
安
県
の
午
汲
古
城
の
発
駕
事
例
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
一
瞥
は
、
正
確
に
い
う
と
、
城
外
鱈
上

に
散
在
す
る
十
里
と
城
内
の
五
里
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
十
五
里
に
郷
の
総
数
を
掛
け
た
数
、
す
な
わ
ち
十
五
里
一
郷
と
し

て
割
り
出
し
た
天
下
の
里
数

　
一
五
里
×
〔
（
六
六
二
ご
郷
一
一
五
八
七
都
郷
）
十
（
一
五
入
七
郷
×
二
）
〕

　
　
一
一
二
三
一
三
五
里
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が
、
総
戸
数
を
百
で
割
っ
た
数
、
す
な
わ
ち
一
里
雲
州
〇
〇
戸
と
み
た
場
合
の
天
下
の
里
数

　
一
二
二
三
一
嵩
〇
六
二
　
ロ
ノ
÷
一
〇
〇
一
戸

　
　
一
一
ニ
ニ
三
三
〇
里

に
極
め
て
近
い
数
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
立
証
さ
れ
よ
う
。
そ
の
差
は
、
八
三
五
里
、
わ
ず
か
に
○
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
漢
代

の
郷
制
は
、
正
し
く
は
十
五
里
一
白
、
一
城
十
里
で
一
理
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
風
俗
通
』
が
「
十
里
一
郷
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
役
人
・
軍

人
等
す
な
わ
ち
支
配
者
層
の
住
む
城
内
の
里
を
除
い
た
城
外
の
里
、
す
な
わ
ち
直
接
生
産
者
で
あ
り
税
役
を
も
っ
て
国
家
に
奉
仕
す
る
農
民
の

編
成
す
る
村
落
の
数
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
一
箪
の
大
き
さ
は
、
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
。
　
『
漢
書
』
　
「
地
理
志
」
に
、
元
始
二
年
の
統
計
と
認
め
ら
れ
る
全
国
墾
田

総
数
が
の
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
八
千
二
百
七
十
万
五
百
三
牽
六
頃
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
撃
の
耕
地
は

　
八
二
七
〇
五
三
六
頃
÷
〔
（
六
六
二
二
郷
－
一
五
八
七
都
郷
）
十
（
一
五
八
七
郷
×
二
）
〕

　
　
一
一
〇
〇
七
頃

　
　
非
一
〇
〇
〇
頃

で
あ
る
。
こ
の
額
は
、
さ
き
に
私
が
一
士
陪
帥
一
郷
で
あ
り
、
一
肝
上
玉
一
〇
〇
〇
頃
と
し
た
額
と
一
致
す
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
　
（
闘
）
里
の
大
き
さ
は
、
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
。
商
鞍
の
説
を
伝
え
た
『
商
号
書
』
　
「
境
内
篇
」
に
「
よ
く
甲
首
一
を

得
る
者
は
爵
一
級
を
賞
し
、
田
一
頃
を
益
し
、
宅
九
（
五
の
誤
り
）
畝
を
益
す
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
里
1
1
一
〇
〇
戸
と
す
る
と
、
一
里
の

面
積
は

　
五
畝
x
一
〇
〇
戸
既
五
〇
〇
畝

と
な
る
。
商
運
の
法
は
、
二
四
〇
歩
U
一
嘗
制
で
あ
り
、
か
つ
前
掲
の
河
北
省
武
安
県
の
野
虫
古
城
の
発
掘
報
告
に
よ
る
と
、
漢
代
の
里
は
長

方
形
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
商
鞍
の
つ
く
っ
た
里
の
大
き
さ
は
、
お
お
よ
そ

58 （198）



県郷亭里制度の原理と由来（古賀）

　
二
四
〇
歩
×
五
〇
歩

で
は
な
か
っ
た
か
。
　
『
三
輔
黄
図
』
巻
二
「
長
安
九
市
」
の
条
に
「
長
安
、
市
九
あ
り
。
各
方
二
百
六
十
六
歩
…
…
凡
そ
四
里
一
市
を
な
す
」

と
あ
り
、
こ
の
里
を
長
方
形
と
す
る
と
、
一
里
の
大
き
さ
は
、
二
六
六
歩
×
六
六
・
五
歩
で
あ
り
、
だ
い
た
い
こ
れ
に
近
い
。

　
で
は
、
　
『
続
漢
書
』
　
「
百
官
志
」
の
什
伍
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
が
、
五
人
一
組
に
伍
長
を
お
き
、
五
十
人
一
組
に
屯

長
を
お
き
、
五
百
人
一
組
に
五
百
主
を
お
き
、
千
人
一
組
に
二
五
百
主
を
お
い
た
商
鞍
の
軍
制
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
二
面
の
軍
制
に
十
人
を
一
組
と
し
、
藩
主
を
お
く
制
度
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
、
邑
制

の
什
伍
に
つ
い
て
も
、
五
人
一
組
に
伍
長
を
お
い
た
だ
け
で
、
什
伍
の
什
は
、
語
呂
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
付
せ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す

　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
桜
井
芳
朗
氏
の
説
と
、
五
人
一
組
に
伍
長
を
お
き
、
十
人
一
組
に
什
長
を
お
い
た
と
す
る
米
田
賢
次
郎
氏
の
説
と
、
十
人
一
組
に
狂
熱
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
た
だ
け
で
、
什
伍
の
「
伍
」
は
「
く
み
」
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
越
智
重
明
氏
の
説
に
分
か
れ
る
。

　
私
は
、
什
伍
の
欄
を
、
階
の
左
右
に
五
組
ず
つ
十
列
に
つ
く
っ
た
耕
地
に
働
く
戦
士
た
ち
を
、
相
互
に
監
視
せ
し
め
た
欄
度
と
解
す
る
立
場

か
ら
、
第
一
の
説
に
近
い
考
え
を
も
つ
。
勿
論
、
商
鞍
の
軍
欄
に
十
人
一
組
と
す
る
制
度
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
碧
制
度
で
あ
る
降
階
制
に
も

什
主
が
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
随
の
左
右
の
伍
を
一
組
と
し
、
十
人
一
組
に
什
主
を
お
い
た
と
考
え
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ

に
つ
く
ら
れ
た
伍
長
が
、
間
里
の
中
で
も
、
秩
序
維
持
の
曲
事
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
『
漢
書
』
巻
七
六
「
韓
延
寿
伝
」
に
「
正
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

長
を
置
き
、
相
率
い
る
に
孝
弟
を
以
っ
て
し
、
姦
人
を
細
め
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
。
閲
里
・
野
陪
非
常
あ
ら
ば
、
吏
す
な
わ
ち
聞
知
し
、
姦

人
あ
え
て
里
に
入
る
も
の
な
し
」
と
あ
り
、
唐
の
顔
師
古
は
（
こ
の
正
・
五
長
に
注
し
、
　
「
正
は
今
の
郷
正
・
里
正
の
若
き
な
り
。
茎
長
は
同

伍
の
中
に
一
人
を
置
き
て
、
長
と
な
す
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
五
長
が
す
な
わ
ち
什
伍
の
長
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
秦
漢
時
代
に
百
家
一
里
、
十
里
一
郷
と
い
う
制
度
が
存
在
し
、
か
つ
そ
れ
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
秦
の
商
鞍
が
つ
く
っ
た
粁
陪
制
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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①
　
岡
崎
文
夫
『
魏
脅
南
北
朝
通
史
』
　
（
弘
文
堂
、
一
九
三
二
年
）
五
七
九
－
五
八

　
一
頁
。

②
鎌
田
重
雄
「
漢
代
警
官
考
」
（
『
史
潮
』
．
第
七
巻
第
一
弩
、
一
九
三
七
年
）
。

　
た
だ
し
、
氏
は
、
同
論
文
を
同
氏
著
『
秦
漢
政
治
綱
玉
の
研
究
』
（
一
九
六
二
年
）

　
の
「
郷
官
」
に
収
め
る
に
あ
た
り
、
後
出
の
日
比
野
丈
夫
説
に
近
い
考
え
方
に
訂

　
正
さ
れ
て
い
る
。

③
伊
藤
徳
男
「
漢
心
の
郵
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
学
報
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
一
九

　
匹
一
年
）

④
桜
井
芳
郎
「
漢
代
の
三
老
に
つ
い
て
」
（
『
加
藤
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
集
説
』

　
一
九
四
｝
年
、
所
収
）

⑥
小
畑
龍
雄
「
縫
代
の
村
落
組
織
に
就
い
て
」
（
『
東
亜
人
文
学
報
』
第
一
巻
第
照

　
号
、
｝
九
四
二
年
）

⑥
清
水
盛
光
「
中
国
の
郷
村
統
治
と
村
落
」
（
『
社
会
構
成
史
体
系
』
｝
九
四
九
年
、

　
｝
九
一
二
〇
頁
。
　
『
中
國
郷
村
社
会
論
』
｝
九
五
一
年
、
第
一
篇
、
第
一
章
、
二

　
四
－
二
六
頁
）

⑦
松
本
善
海
「
秦
漢
隠
代
に
お
け
る
村
落
組
織
の
編
成
方
法
に
つ
い
て
」
（
『
和
田

　
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
集
』
一
九
五
一
年
、
所
収
）
、
同
「
秦
漢
時
代
に
お
け

　
る
亭
の
変
遷
」
　
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
隔
第
三
冊
、
一
九
五
二
年
）

⑧
河
池
重
造
「
赤
眉
の
乱
と
後
漢
帝
国
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
、
一

　
六
一
号
、
　
一
九
五
三
年
）
。
民
は
、
里
は
自
然
村
落
で
あ
る
が
、
百
戸
前
後
で
あ

　
つ
た
と
い
わ
れ
る
。

⑨
大
淵
忍
爾
「
中
国
に
お
け
る
民
族
宗
教
の
成
立
（
2
と
（
『
歴
史
学
研
究
』
一

　
八
一
号
、
一
九
五
五
年
）

⑩
厳
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
O
（
『
申
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

　
専
刊
』
四
五
、
一
九
六
｝
年
）
二
四
三
頁
。

⑪
日
比
野
丈
夫
「
郷
亭
里
に
つ
い
て
の
研
究
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
四
巻
第
一

　
・
二
合
併
号
、
一
九
五
五
年
）

⑫
　
曲
守
約
「
漢
代
之
亭
」
　
（
『
大
陸
雑
誌
』
一
二
巻
一
二
期
、
一
九
五
五
年
）

⑬
　
越
智
重
明
「
漢
時
代
の
戸
と
家
－
1
主
と
し
て
戸
籍
制
度
面
か
ら
み
た
一
」

　
（
『
史
学
雑
誌
』
第
七
八
編
第
八
号
、
一
九
六
九
年
）

⑭
宮
騎
市
定
氏
は
、
古
く
か
ら
城
郭
内
居
倥
を
主
張
さ
れ
（
「
読
史
劉
記
一
1
漢
代

　
の
郷
制
1
一
」
『
史
林
』
第
～
＝
巻
第
一
号
、
一
九
三
六
年
、
　
「
中
照
に
お
け
る

　
聚
落
形
体
の
変
遷
に
つ
い
て
1
邑
・
国
と
郷
・
亭
と
村
と
に
対
す
る
考
察
1
」
『
大

　
谷
史
学
』
第
六
巻
、
　
｝
九
五
八
年
、
「
中
国
に
お
け
る
村
制
の
成
立
」
『
東
洋
史
研

　
究
』
第
一
八
巻
第
四
号
、
一
九
六
〇
年
、
　
「
誌
代
の
黒
漆
と
唐
代
の
坊
制
」
　
『
東

　
洋
史
研
究
騒
第
二
一
巻
第
三
号
、
一
九
六
二
年
、
　
「
東
洋
的
古
代
」
『
東
洋
学
報
』

　
第
四
八
巻
第
二
号
、
一
九
六
五
年
、
参
照
）
、
こ
れ
を
支
持
す
る
学
者
も
多
い
が
、

　
越
智
重
明
氏
は
「
戦
国
時
代
の
聚
落
」
　
（
『
史
淵
』
第
一
〇
三
品
、
一
九
七
｝
年
）

　
で
、
郭
外
居
住
を
主
張
さ
れ
、
好
並
隆
司
氏
は
「
勲
爵
郷
雲
制
の
前
提
」
で
、
里

　
は
も
と
城
里
と
熟
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
斌
郭
内
の
組
織
で
あ
っ
た
が
、
漢

　
代
に
な
る
と
田
里
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
域
外
農
村
に
拡
大
さ
れ
、
漢
は
農
村
の
里

　
化
を
通
じ
て
個
別
的
人
身
支
配
を
貫
徹
し
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

⑱
　
午
汲
古
城
に
つ
い
て
は
、
五
井
直
弘
氏
が
、
筑
摩
書
房
『
数
界
の
歴
史
』
三
巻

　
（
一
九
六
〇
年
）
の
「
豪
族
社
会
の
発
展
」
の
中
で
、
『
考
古
通
訊
』
一
九
五
七

　
年
第
四
期
誌
上
に
発
受
さ
れ
た
発
掘
報
告
に
も
と
づ
き
、
こ
れ
を
図
解
さ
れ
て
い

　
る
。

⑯
桜
井
芳
郎
「
什
伍
制
度
に
つ
い
て
の
考
」
（
燭
東
京
学
芸
大
学
研
究
報
告
』
第
六

　
号
、
｝
九
五
隣
年
）

⑰
米
田
賢
次
郎
「
二
四
〇
歩
｝
畝
制
の
成
立
に
つ
い
て
i
一
商
口
変
法
の
一
側
面

　
1
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
六
巻
第
四
号
、
｝
九
六
八
年
）

㊧
　
越
智
重
明
「
什
伍
制
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
東
方
学
』
第
四
　
輯
、
一
九
七
一
年
）
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三
　
十
里
一
亭
、
土
吊
一
郷
に
つ
い
て

　
1
　
従
来
の
諸
説

　
で
は
、
　
『
漢
書
』
　
「
百
官
公
卿
表
」
に
い
う
「
大
憲
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
十
里
二
學
の
こ
と
は
、
孫
星
衛

の
『
漢
官
六
種
太
・
』
の
『
漢
旧
儀
』
、
『
続
漢
書
』
　
「
百
官
里
心
」
の
勧
昭
注
補
所
属
の
『
漢
宮
儀
』
に
も
み
え
、
　
『
漢
官
儀
』
の
著
者
応
劉
は
、

「
百
官
志
」
の
劉
昭
注
補
所
引
の
『
風
俗
通
』
で
「
漢
家
は
秦
に
よ
り
、
大
愚
十
里
一
亭
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
も
し
こ
の
里
を
里
居
の
里
と
す
る
と
、
十
里
一
亭
、
百
里
一
子
と
な
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
風
俗
通
』
の
十
里
一
郷
と
矛
盾
す

る
。
し
か
も
、
　
『
漢
書
』
所
載
の
漢
元
始
二
年
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
戸
口
統
計
、
県
青
魚
数
に
よ
る
と
、
一
亭
平
均
の
戸
数
は
、
一
二
二
三

三
〇
穴
二
戸
÷
二
九
六
三
五
亭
陥
四
一
二
戸
、
従
っ
て
一
〇
〇
戸
1
1
一
里
と
す
る
と
、
四
里
1
1
＝
苧
と
な
り
、
ま
た
、
一
二
平
均
の
亭
数
は
、

二
九
六
三
五
亭
÷
〔
（
六
六
二
二
郷
－
一
五
八
七
都
郷
）
＋
（
一
五
八
七
郷
×
二
）
〕
1
1
三
・
六
亭
、
従
っ
て
三
・
六
亭
一
1
一
郷
と
な
る
。

　
こ
の
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
と
、
十
里
一
議
と
い
う
伝
奇
間
の
矛
盾
、
お
よ
び
そ
れ
と
実
際
の
統
計
と
の
ず
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日
ま
で
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
説
が
あ
る
。

　
ω
　
十
里
一
亭
を
亭
間
の
距
離
と
し
、
か
つ
、
亭
の
管
轄
区
域
を
十
里
四
方
と
す
る
説

　
こ
の
問
題
を
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
岡
崎
文
夫
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
亭
と
は
行
路
の
宿
舎
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
十
里
一
亭
と
は

亭
間
の
距
離
が
十
里
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
亭
は
同
時
に
部
落
民
の
簡
単
な
訴
訟
事
を
裁
判
す
る
場
所
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
十

里
　
亭
と
は
亭
が
里
と
い
う
部
落
十
個
の
治
安
と
訴
訟
を
司
ど
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
従
っ
て
あ
と
の
場
合
の
「
里
と
は
部
落
と
い
う
意

味
に
過
ぎ
ぬ
。
蓋
し
十
部
落
を
総
ぶ
る
亭
の
配
置
は
、
大
体
里
数
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
十
亭
一
郷
と
は
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
な
亭
が
い
く
つ
か
（
十
亭
）
集
ま
っ
て
一
嵩
を
な
す
と
解
さ
れ
た
。
こ
の
十
里
一
亭
を
亭
問
の
距
離
と
し
、
亭
長
の
管
轄
区
域
す
な
わ
ち
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
④
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
⑥

部
の
大
き
さ
を
十
里
四
方
と
し
た
岡
崎
説
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
者
が
多
く
、
伊
藤
徳
男
、
小
畑
龍
雄
、
労
蘇
、
松
本
善
海
、
王
硫
鐙
、
察
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⑦
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
⑫

美
彪
、
日
比
野
丈
夫
、
曲
守
約
、
厳
志
望
、
宮
崎
市
定
、
好
並
隆
司
諸
氏
は
、
い
ず
れ
も
十
里
一
亭
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
亭
の
下
に
含
ま
れ
る
里
の
大
き
さ
、
戸
口
の
多
少
、
十
亭
一
郷
の
解
釈
、
制
度
と
統
計
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
、
諸
家
意
見
を
異
に
す

る
。
す
な
わ
ち
、
小
畑
龍
雄
氏
は
、
　
『
漢
書
』
の
原
則
と
実
際
上
の
統
計
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
「
こ
の
程
度
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ

の
ま
ま
認
め
て
お
く
の
が
至
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
労
韓
氏
は
、
村
落
を
指
す
里
と
は
、
本
来
一
定
の
標
準
面

積
を
も
つ
人
の
住
居
地
域
で
、
戸
口
の
多
少
に
は
関
係
が
な
く
、
同
様
に
亭
・
郷
・
県
・
郡
と
も
地
域
を
主
要
な
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
百
家
一
里
、
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
、
す
な
わ
ち
一
里
酉
家
、
一
亭
千
家
、
一
郷
苗
田
と
い
う
の
は
、
そ
の
上
に
住

む
戸
口
の
最
大
限
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
松
本
善
海
氏
は
、
十
里
一
亭
に
つ
い
て
は
岡
崎
説
を
と
ら
れ
て
い
る
が
、

『
漢
書
』
の
著
者
班
固
が
、
　
「
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
」
と
い
い
、
従
っ
て
、
　
一
亭
百
平
方
塁
、
　
一
郷
千
早
方
里
と
し
、
ま
た
県
の
大
き
さ

に
つ
い
て
「
県
大
宝
方
百
里
」
と
い
い
、
従
っ
て
一
県
一
万
平
方
里
と
し
た
の
は
、
十
里
一
足
す
な
わ
ち
一
亭
百
平
方
里
と
い
う
制
度
が
あ
っ

た
の
を
基
礎
と
し
、
郷
・
県
の
大
き
さ
を
十
進
法
に
よ
っ
て
造
り
出
し
た
附
会
の
説
で
あ
る
と
さ
れ
、
王
統
鼠
鳴
は
、
亭
と
は
本
来
軍
事
施
設

で
あ
り
、
応
長
の
任
務
は
「
姦
盗
を
司
ど
る
」
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
亭
長
は
都
尉
に
承
平
し
、
下
に
里
を
統
轄
せ
ず
、
従
っ
て
、
重
代

の
地
方
行
政
組
織
は
郷
と
里
で
あ
っ
て
、
亭
を
含
ま
な
い
と
さ
れ
、
　
『
漢
書
』
　
「
百
官
公
卿
表
」
の
「
十
亭
一
郷
」
は
、
　
「
十
里
一
直
」
の
誤

り
か
、
な
い
し
は
後
人
の
窟
改
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
　
こ
れ
に
対
し
察
美
彪
氏
は
、
著
長
は
警
察
の
み
な
ら
ず
揺
役
負
課
に
も
か
か
わ
っ
て
お

り
、
県
が
郷
を
総
べ
、
郷
が
亭
を
総
べ
、
亭
が
里
を
総
べ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
む
し
ろ
あ
い
ま
い
な
の
は
「
十
里
一
郷
」
の
方
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
比
野
丈
夫
氏
は
、
亭
に
つ
い
て
、
労
・
松
本
・
王
立
を
発
展
さ
れ
、
亭
と
は
、
土
地
の
所
在
を
示
し
、
地
籍
を
編
成
す

る
単
位
で
あ
り
、
漢
の
地
方
制
度
は
亭
部
が
集
ま
っ
て
郷
を
な
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
人
戸
が
適
宜
に
分
け
ら
れ
て
里
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
と

さ
れ
、
従
っ
て
里
の
戸
数
に
つ
い
て
は
、
　
「
あ
る
標
準
は
あ
っ
て
も
、
百
戸
と
い
う
よ
う
な
一
定
数
は
あ
る
ま
い
」
と
解
さ
れ
、
十
里
二
畢
、

十
亭
一
郷
と
十
里
一
郷
と
の
矛
盾
、
制
度
と
統
計
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
、
郷
・
亭
・
塁
の
関
係
を
さ
き
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
立
場
か
ら
、

「
漢
書
百
官
公
卿
表
に
み
え
る
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
と
い
う
表
現
も
、
十
進
法
的
な
積
み
重
ね
に
さ
え
目
を
つ
む
れ
ば
、
い
ち
が
い
に
誤
り

62　（202＞



県郷亭里制度の原理と由来（古賀）

と
し
て
簡
単
に
捨
て
虫
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
応
勘
の
十
里
一
二
と
い
う
表
現
も
、
も
し
十
と
い
う
数
字
に
さ
え
こ
だ
わ
ら
ね

ば
、
同
時
に
成
立
し
う
る
も
の
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
一
方
、
曲
学
約
氏
は
、
十
里
一
亭
を
十
里
四
方
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
あ
る
里
の
芦
数
は
二
十
五
家
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
宮
崎
市
定
茂
が
、
近
著
に
お
い
て
、
十
里
一
亭
を
十
里
四
方
と
解
さ
れ

な
が
ら
も
、
郷
・
亭
・
里
の
関
係
に
つ
い
て
、
独
特
な
見
解
を
持
た
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
に
紹
介
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
好
並
隆
司

氏
は
、
こ
れ
を
肝
陪
欄
と
か
ら
め
、
降
1
1
百
里
の
タ
テ
の
道
に
阻
1
1
十
里
の
道
を
直
角
に
交
差
さ
せ
、
か
く
し
て
で
き
た
十
里
四
方
の
区
劃
が

亭
で
あ
り
、
そ
れ
が
タ
テ
に
十
個
並
ん
だ
短
冊
型
地
片
が
郷
で
あ
り
、
郷
が
ヨ
コ
に
十
個
並
ん
だ
百
里
四
方
の
区
劃
が
県
で
あ
る
と
図
解
さ
れ

て
い
る
。

　
②
　
十
里
二
畢
の
里
を
里
居
の
里
と
す
る
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
す
な
わ
ち
鎌
田
重
雄
氏
は
、
の
ち
に
日
比
野
説
に
近
づ
か
れ
た
が
、
は
じ
め
「
漢
代
郷
官
考
」
で
は
、
十
里
一
亭
の
里
を
里
居
の
里
と
と
ら

れ
、
そ
の
里
は
自
然
村
落
で
あ
る
と
さ
れ
、
十
里
一
亭
と
は
十
部
落
に
一
亭
を
お
き
、
十
亭
一
郷
と
は
一
面
に
十
悪
を
お
く
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
れ
は
「
大
体
の
標
準
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
宮
崎
市
定
氏
は
「
中
国
に
お
け
る
聚
落
形
体
の
変
遷
に
つ
い
て
」
で
、

同
じ
く
こ
の
里
を
住
宅
区
と
と
ら
れ
、
そ
し
て
里
は
城
郭
内
の
区
劃
で
あ
る
と
さ
れ
、
上
古
に
万
国
と
か
千
八
百
国
と
か
称
さ
れ
た
無
数
の
邑

は
、
い
ず
れ
も
城
郭
都
市
で
あ
り
、
漢
は
、
そ
の
大
き
さ
や
重
要
さ
に
よ
っ
て
、
上
級
の
も
の
を
県
と
し
、
中
級
の
も
の
を
郷
・
聚
と
し
、
下

級
の
も
の
を
亭
と
し
、
他
の
新
興
の
聚
落
と
と
も
に
三
級
に
分
け
、
県
治
を
お
い
た
大
き
な
郷
（
1
1
都
郷
）
に
附
近
の
小
さ
な
郷
を
支
配
さ
せ
、

垂
々
を
お
い
た
大
き
な
亭
（
氏
は
こ
れ
を
都
亭
と
さ
れ
る
）
に
附
近
の
小
さ
な
亭
を
支
配
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
県
・
郷
・
亭
と
も
本
質

に
お
い
て
殆
ん
ど
同
じ
聚
落
で
、
い
ず
れ
も
周
囲
に
城
郭
を
も
ち
、
里
と
称
す
る
も
の
は
、
そ
の
内
部
の
区
劃
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

み
る
と
、
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
と
十
里
一
郷
と
い
う
互
に
矛
盾
す
る
命
題
も
、
　
「
十
里
と
い
う
数
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
又
そ
れ
を
絶
対
の
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
立
て
な
け
れ
ば
」
　
「
あ
る
程
度
ま
で
両
立
し
う
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
氏
は
、
近
著
「
菓
洋
的
古
代
」
で
、
十
里
一
亭
と
は
、
亭

と
亭
と
の
間
隔
が
十
里
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
一
亭
の
支
配
区
域
は
一
辺
十
里
の
正
方
形
で
あ
り
、
　
『
漢
書
』
巻
二
四
「
食
貨
志
」
所
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載
の
魏
の
李
怪
の
言
に
、
「
地
方
百
里
、
提
封
九
万
頃
」
と
あ
る
地
方
百
里
と
い
う
諸
侯
の
土
地
は
、
凡
そ
十
里
四
方
を
単
位
と
す
る
区
劃
を
、

凡
そ
百
個
集
め
た
も
の
で
、
そ
の
十
里
四
方
の
区
劃
の
中
心
の
聚
落
が
、
漢
窯
に
亭
に
比
定
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
㈲
　
十
里
一
亭
の
里
を
単
な
る
距
離
の
里
と
す
る
説

　
こ
れ
に
対
し
、
池
田
雄
一
氏
は
、
　
「
亭
の
本
来
の
意
味
は
、
亭
候
、
す
な
わ
ち
候
望
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
亭
を
行
政
区
劃
と
解
す
る
こ

と
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
な
き
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
「
十
里
一
亭
の
十
里
は
距
離
一
主
要
な
道
路
に
沿
っ
て
十
里
を
原
則
と
し
て

亭
を
一
碧
に
十
個
設
け
た
か
一
で
あ
り
、
十
里
一
郷
の
里
は
行
政
区
劃
で
あ
る
こ
と
と
な
り
」
、
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
「
両
記
事
の
相
違
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

同
時
に
満
足
せ
し
め
う
る
」
と
さ
れ
、
越
智
重
明
氏
も
同
様
に
解
釈
さ
れ
、
県
を
百
里
四
方
と
と
り
、
そ
れ
を
平
郷
に
ヨ
コ
割
り
し
、
そ
の
一

響
ヨ
三
森
線
露
を
通
し
・
そ
の
上
に
重
お
き
に
亭
が
お
か
れ
た
と
図
蒙
れ
て
い
勉

　
2
　
私
　
　
　
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
た
し
か
に
、
亭
は
、
松
本
善
海
氏
が
居
士
単
簡
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
ご
と
く
、
本
来
軍
事
施
設
で
、
監
視
哨
（
候
）
と
狼
煙
台
（
燧
）

と
を
兼
ね
、
そ
の
大
き
な
も
の
に
は
兵
舎
が
あ
り
、
国
境
要
衝
と
か
幹
線
道
路
の
上
に
一
定
間
隔
で
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

広
勧
が
「
亭
は
留
な
り
。
蓋
し
行
旅
の
宿
営
に
館
と
す
る
所
な
り
」
と
注
し
て
い
る
ご
と
く
、
行
旅
の
舎
を
も
兼
ね
て
い
た
。
ま
た
、
た
し
か

に
、
亭
は
一
定
の
区
域
す
な
わ
ち
亭
部
を
支
配
し
、
そ
の
長
が
亭
部
の
郵
逓
・
治
安
確
保
と
地
籍
管
理
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
婦
長
が
亭
部

の
治
安
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
量
子
儀
』
に
「
十
里
に
一
亭
を
早
く
。
特
長
・
亭
候
あ
り
。
…
…
姦
盗
を
司
ど
る
。
黒
影
は
三
尺

板
を
持
し
、
以
っ
て
賊
を
刻
し
、
藤
縄
し
て
以
っ
て
盗
を
収
執
す
」
と
あ
る
ご
と
く
で
あ
り
、
亭
長
が
地
籍
の
管
理
を
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
日
比
野
得
失
氏
が
漢
代
の
地
券
な
ど
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
、
た
し
か
に
、
亭
は
県
や
郷
と
同
じ
く
地
方

行
政
区
劃
の
一
単
位
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
宮
崎
市
定
疵
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
　
『
続
漢
書
』
　
「
郡
国
志
」
や
『
水
経
注
』
に
み
え
る
亭

の
う
ち
に
、
も
と
春
秋
・
戦
国
時
代
の
邑
や
国
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
し
て

後
漢
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
が
封
戸
と
し
て
諸
侯
に
与
え
ら
れ
、
亭
部
な
る
も
の
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
『
玄
翁
』
巻
心
〇
「
百
官
志
」
に
よ
る
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と
、
県
侯
が
第
三
品
、
郷
侯
が
第
四
品
で
、
亭
侯
は
第
五
品
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
飲
代
の
亭
に
種
々
な
機
能
や
性
格
が
あ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
労
擦
骨
や
松
本
善
海
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
も
と
軍
事

施
設
と
し
て
お
か
れ
た
亭
が
、
沿
道
の
治
安
確
保
と
駅
逓
綱
度
の
維
持
の
た
め
、
そ
の
長
の
亭
長
に
警
察
権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

管
轄
区
域
が
設
定
さ
れ
、
弓
長
が
行
政
的
な
性
格
を
お
び
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
A
戦
国
時
代
の
亭
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
べ
て
漢
代
に
地
方
行
政
機
関
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
軍
事
施
設
、
行
旅
の
宿
舎
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
漢
代
に
お
か
れ
た
亭
に
も
、
軍
事

施
設
、
行
旅
の
宿
舎
と
し
て
お
か
れ
た
亭
と
、
地
方
行
政
機
関
と
さ
れ
た
亭
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
影
響
の
亭
に
は
、

国
境
要
衝
と
か
幹
線
道
路
の
上
と
か
、
あ
る
い
は
城
郭
の
門
上
と
か
街
上
と
か
に
、
軍
事
ゼ
警
察
・
駅
逓
の
目
的
で
お
か
れ
だ
亭
と
、
聚
落
内

の
幹
線
道
路
の
上
に
、
聚
落
内
の
治
安
確
保
・
郵
逓
制
度
維
持
の
ほ
か
、
裁
判
と
か
地
籍
管
理
を
も
行
な
っ
て
い
た
亭
と
二
種
類
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
を
路
亭
・
街
亭
と
す
れ
ば
、
後
者
が
盛
挙
で
あ
る
。

　
だ
と
す
れ
ば
、
十
里
一
亭
と
は
、
幹
線
道
路
の
十
里
ご
と
に
一
路
亭
を
お
く
と
い
う
こ
‘
と
で
あ
り
ハ
十
亭
一
郵
と
は
、
十
亭
ご
ど
に
、
す
な

わ
ち
百
里
お
き
に
一
郷
を
お
く
と
い
う
こ
と
と
解
釈
で
き
よ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
郵
は
、
路
上
一
日
行
程
の
と
こ
ろ
に
宿
場
町
と
↓
て
発
達
七

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
郷
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
降
の
上
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
・
い
う
ま
で
も
な
く
、
r
こ
の
肝
ぱ
郷

内
の
幹
線
道
路
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
粁
の
上
に
も
十
里
お
ぎ
に
一
亭
が
お
か
れ
た
筈
で
あ
る
。
寸
言
の
某
亭
、
盛
挙
の
某
亭
と
あ
る
亭
が
、

す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
滞
空
早
上
の
亭
の
長
が
、
半
島
の
治
安
確
保
・
郵
濫
制
度
遥
拝
と
、
・
亭
部
の
地
籍
管
理
の
責
任
を
負
っ
た
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
種
の
亭
が
亭
部
と
い
う
　
経
管
匿
を
も
つ
地
方
行
政
単
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
亭
部
の
大
き
さ
は
ど
れ
く
ち
い
で
あ
っ
た
か
。
従
来
は
、
先
述
の
よ
う
に
十
里
四
方
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
降
に
は
千
歩
す
な
わ
ち
三
・
三
分
の
一
里
間
隔
に
階
が
直
角
に
交
差
し
て
お
り
、
そ
し
て
亭
と
亭
と
の
間
隔
が
十
里
で
あ
る
か
ら
、
亭
部

の
大
き
さ
は
、
粁
の
左
右
三
栢
分
、
計
六
恐
持
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
｝
亭
部
の
大
き
さ
は
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一
階
×
六
症
一
〇
〇
｝
唄
×
六
一
六
〇
〇
頃

で
あ
る
。
郷
内
肝
上
の
亭
の
長
は
、
そ
こ
の
地
籍
を

管
理
し
た
の
で
あ
る
。
漢
代
の
地
券
が
、
耕
地
の
所

在
を
示
す
の
に
、
　
「
某
亭
部
某
侑
の
北
の
田
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で

あ
る
。

　
お
そ
ら
く
、
郷
内
雪
上
の
亭
は
、
図
丑
の
ご
と
く

に
お
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
が
、
路
亭
か

ら
郷
ま
で
の
間
に
、
閥
隔
を
五
里
と
っ
た
の
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
『
礼
記
』
「
郊

特
性
」
第
＝
一
に
「
「
天
子
大
五
八
、
…
…
歳
の
十

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
が

二
月
、
萬
物
を
合
聚
し
、
索
し
て
こ
れ
に
饗
す
る
な

り
。
…
…
郵
に
及
ん
で
畷
に
表
す
」
と
あ
る
。
大
蛤

と
は
、
天
子
が
諸
神
の
霊
を
呼
ん
で
、

り
。う

」
と
注
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
畷
と
は
、

る
。

　図H　十里一亭，十亭一郷と十里一郷について

亭↓亭　　　　毫G　｝水）

、

10里

r一

」需

｝5里
　　　　　（閥）刷

亭部

　　　　　　　　　　　　ヨノま　　　

・一 ﾁ境（棚
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β
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
饗
す
る
祭
り
で
あ
る
。
　
「
郵
に
及
ん
で
畷
に
表
す
」
と
は
、
宋
の
朱
蘇
が
「
郵
は
郵
亭
の
舎
な

　
田
畔
相
連
な
る
畷
の
慮
に
標
表
し
、
塾
舎
を
造
為
す
。
田
唆
は
こ
れ
に
居
り
て
以
っ
て
耕
を
督
す
る
者
な
り
。
故
に
こ
れ
を
郵
表
畷
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
説
文
』
に
「
両
百
の
間
の
道
な
り
。
廣
さ
六
尺
」
と
あ
る
階
と
阻
と
の
間
の
境
の
道
で
あ

　
要
す
る
に
「
郵
表
畷
」
と
は
、
天
子
が
畷
に
来
て
郵
舎
を
た
て
、
田
の
神
を
祭
る
祭
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
幹
線
道
路
上
の
亭
か
ら
郷

内
織
上
の
最
初
の
郵
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
の
距
離
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
に
五
里
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
郵
舎
が
お
か
れ
た
鳴
す
な
わ
ち
郷
の
幹

線
道
路
側
の
境
は
、
幹
線
道
路
か
ら
五
里
は
な
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
勿
論
、
　
『
礼
記
』
に
せ
よ
『
説
文
』
に
せ
よ
、
太
古
に
あ
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つ
た
と
伝
え
ら
れ
る
井
田
法
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
両
書
の
成
立
し
た
戦
国
末
と
か
漢
代
の
こ
と
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
み
て
、
差
支
え
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
十
亭
お
き
に
幹
線
道
路
に
そ
っ
て
お
か
れ
た
郷
は
、
道
路
か
ら
五
里
は

な
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
郷
内
陣
上
の
第
一
番
目
の
亭
は
、
第
二
番
目
の
陪
の
上
に
、
第
二
番
目
の
亭
は
、
第
五
番
目
の
阻
の

上
に
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
し
て
野
が
さ
ら
に
発
達
し
て
伸
び
れ
ば
、
第
三
番
目
の
亭
は
第
八
番
目
の
陪
の
上
と
い
う
よ
う
に
、
二
阻
お
き
に

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
三
光
の
数
は
、
下
郷
で
は
二
亭
、
都
郷
で
は
三
亭
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、

か
り
に
都
郷
を
三
亭
、
下
郷
を
二
亭
と
し
て
、
天
下
の
郷
亭
総
数
を
出
す
と

　
　
（
三
亭
×
一
五
八
九
都
郷
）
＋
〔
二
亭
×
（
六
六
二
二
郷
－
一
五
八
九
都
郷
）
〕

　
　
　
H
一
四
八
三
三
亭

と
な
り
、
『
漢
書
』
「
百
官
公
卿
表
」
所
載
の
全
国
総
亭
主
二
士
九
千
六
百
三
十
五
と
著
し
く
か
け
は
な
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
か
り
に
「
県

主
百
里
」
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
県
す
な
わ
ち
都
郷
と
都
郷
と
の
間
隔
が
百
里
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
こ
に
幹
線
道
路
が
ひ
か
れ
て
い
だ
と
す

る
と
、
県
の
総
数
が
千
五
百
八
十
九
で
あ
る
か
ら
、
幹
線
道
路
の
長
さ
は
、
延
べ
十
五
万
八
千
九
百
里
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
十
里
お

き
に
一
路
亭
を
お
い
た
と
す
る
と
、
路
亭
の
総
数
は

　
　
一
五
八
九
〇
〇
里
÷
一
〇
里

　
　
　
1
1
一
五
八
九
〇
亭

あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
路
亭
数
と
さ
き
の
郷
亭
数
を
加
え
る
と

　
　
一
四
八
三
三
亭
＋
一
五
八
九
〇
亭

　
　
　
1
1
三
〇
六
九
〇
亭

と
な
り
、
　
「
百
官
公
卿
表
」
所
載
の
全
国
避
難
数
二
万
九
千
六
百
三
十
五
亭
に
殆
ん
ど
近
い
数
が
得
ら
れ
る
。
そ
の
差
は
九
百
五
十
五
亭
、
誤
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差
わ
ず
か
に
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
　
「
百
官
公
卿
表
」
の
い
う
総
亭
数
は
、
郷
亭
と
路
亭
と
を
加
え
た
も
の
で
あ

っ
た
と
見
倣
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
私
が
、
亭
の
数
を
、
都
郷
三
亭
、
下
郷
二
亭
と
し
た
こ
と
が
正
し
か
っ
た
こ
と
が
立
証

さ
れ
よ
う
。

　
さ
て
都
郷
の
形
が
図
豆
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
県
単
は
、
郷
の
中
心
す
な
わ
ち
第
二
番
目
の
亭
の
あ
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
場
合
、
第
三
番
目
の
阻
と
第
八
番
目
の
隔
の
上
に
あ
っ
た
郷
城
は
こ
わ
さ
れ
、
そ
の
住
民
は
、
磐
城
に
移
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
か

と
は
、
　
『
漢
書
』
巻
四
三
「
叔
孫
其
伝
」
に
「
そ
れ
、
天
下
は
一
家
と
な
し
、
空
手
の
誠
を
殿
し
、
そ
の
兵
を
齢
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
は

天
下
を
統
一
す
る
と
地
方
の
旧
城
を
こ
わ
し
、
そ
し
て
『
漢
書
』
巻
一
「
高
祖
紀
」
下
に
「
六
年
（
紀
元
前
二
〇
一
）
冬
十
月
、
天
下
の
縣
邑
に

令
し
、
消
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
独
自
に
城
を
経
営
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
都
郷
の
県
警
の
お
か
れ
た
と

こ
ろ
忙
あ
る
亭
を
都
亭
と
い
い
、
他
を
下
亭
と
い
い
、
下
郷
の
郷
城
の
あ
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
亭
を
都
亭
と
い
い
、
他
を
下
亭
と
い
っ
た
。

　
だ
と
す
れ
蔵
、
亭
部
の
戸
数
捻
　
　
∵
㌻
等
’
：
ド
～
一
至
ド
　
、
　
　
：
〔
　
　
　
、
　
　
　
．
・
　
　
　
　
・

　
　
都
郷
都
亭
距
城
外
六
〇
〇
戸
＋
城
内
一
〇
〇
〇
戸
1
1
一
六
〇
〇
戸

　
　
都
郷
下
亭
1
1
城
外
六
〇
〇
戸

　
　
都
郷
下
亭
闘
城
外
八
○
○
戸

　
　
下
郷
都
論
亭
瓢
城
一
外
六
〇
〇
冨
ノ
十
城
内
五
〇
〇
［
　
1
1
一
一
〇
〇
筥
ノ

　
　
下
郷
下
亭
1
1
城
外
四
〇
〇
戸

だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
亭
部
は
、
面
積
が
一
定
し
て
い
て
も
、
戸
数
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
た
。
，
こ
れ
に
よ
っ
て
、
田
野
野
馳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
三
が
指
摘
さ
れ
た
「
亭
と
は
、
土
地
を
管
理
し
、
人
を
管
理
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
了
解
さ
れ
る
と
思
う
。

　
秦
漢
政
府
は
、
こ
の
県
（
1
1
都
郷
）
・
郷
・
亭
・
里
の
原
型
に
よ
っ
て
、
既
存
の
耕
地
・
聚
落
を
整
理
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
県
・
郷

．
亭
の
分
け
方
に
つ
い
て
、
既
存
の
聚
落
を
ま
ず
一
定
面
積
す
な
わ
ち
十
里
四
方
の
亭
に
分
け
、
つ
い
で
そ
の
中
に
住
む
戸
数
の
多
少
、
聚
落

68 （208）



四郷亭里制度1の原理と由来（古賀）

の
重
要
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
る
も
の
を
郷
と
し
．
そ
れ
に
一
定
面
積
内
に
あ
る
亭
を
管
理
さ
せ
、
同
じ
よ
う
に
郷
の
重
要
な
も
の
を
県
と
し
、

そ
れ
に
一
定
面
積
内
す
な
わ
ち
大
率
百
里
四
方
内
に
あ
る
郷
を
管
理
さ
せ
た
と
い
う
解
釈
が
、
今
日
、
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

で
は
な
く
、
ま
ず
一
斗
千
頃
、
千
五
百
戸
と
い
う
標
準
に
照
ら
し
て
既
存
の
聚
落
を
郷
に
分
け
、
戸
口
の
多
少
に
よ
っ
て
広
さ
を
伸
縮
し
、
つ

い
で
そ
の
中
の
大
郷
す
な
わ
ち
お
お
む
ね
二
郷
分
に
発
達
し
た
聚
落
に
県
治
を
お
き
、
そ
れ
に
お
お
む
ね
百
里
四
方
に
あ
る
諸
郷
を
統
轄
さ
せ
、

そ
の
中
に
住
む
芦
口
の
多
少
に
よ
っ
て
広
さ
を
伸
縮
し
、
つ
い
で
郷
の
幹
線
道
路
に
十
里
お
き
に
亭
を
お
き
、
こ
れ
に
一
定
面
積
す
な
わ
ち
お

お
む
ね
六
百
頃
の
治
安
確
保
・
郵
逓
糊
度
維
持
と
地
籍
を
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
亭
は
む
し
ろ
郷
が
設
定
さ
れ
た
あ
と
か
ら
お
か
れ
た

の
で
あ
り
、
郷
と
い
う
既
存
の
組
織
と
は
別
に
上
か
ら
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
統
治
機
関
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
が
城
を
持
ち
、
土
地
を
支
配

し
た
こ
と
か
ら
、
県
（
匪
都
郷
）
や
郷
と
同
じ
聚
落
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
勿
論
、
畑
町
が
す
べ
て
新
た
に

設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
聚
落
に
適
当
な
城
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
利
用
し
て
怨
讐
に
比
定
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
亭
間
の
距
離

も
、
必
ず
し
も
十
里
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
亭
部
に
も
、
ま
た
若
干
の
広
狭
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
『
漢
書
』
　
「
百
官
公
卿
表
」
が
「
県
は

大
聖
方
百
里
。
そ
の
民
稠
け
れ
ば
則
ち
減
じ
、
響
け
れ
ば
則
ち
畷
ぐ
。
郷
・
亭
ま
た
か
く
の
如
し
。
み
な
秦
制
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

①
岡
綺
文
夫
『
魏
習
南
北
朝
通
史
』
五
八
O
～
五
八
一
頁

②
　
伊
藤
徳
男
「
罪
代
の
郵
に
つ
い
て
」

③
小
畑
龍
雄
「
漢
代
の
村
落
組
織
に
就
い
て
」

④
労
絵
「
漢
代
的
亭
捌
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
ニ
ニ
本
、

　
一
九
五
〇
年
）
、
　
『
秦
漢
史
』
（
一
九
五
二
年
、
台
北
刊
）
一
二
四
頁
、
　
「
居
腰
漢

　
簡
考
証
」
　
（
『
居
延
漢
簡
考
釈
之
部
』
｝
九
六
〇
年
、
所
収
）

⑤
松
本
善
海
「
秦
漢
蒔
代
に
お
け
る
亭
の
変
遷
」

⑥
王
疏
鐙
「
漢
代
『
亭
』
与
『
郷
』
『
毘
』
不
同
性
質
不
同
行
政
系
統
説
ー
ー
『
十

　
里
一
亭
…
…
十
亭
一
郷
』
弁
正
一
」
（
『
歴
史
研
究
』
二
、
一
九
五
四
年
）
、
「
漢

　
代
“
亭
”
的
性
質
和
宅
在
封
建
統
治
上
的
意
義
」
（
『
光
明
日
報
』
一
九
五
五
年
三

　
月
三
一
日
）

⑦
察
美
彪
「
漢
代
〃
亭
”
的
性
質
及
其
行
政
系
統
」

　
十
二
月
二
三
日
）

＠　tttSr　＠＠＠＠＠

（『

�
ｾ
日
報
』
一
九
五
四
年

日
比
野
丈
夫
「
盛
夏
里
に
つ
い
て
の
研
究
」

曲
首
桶
「
漢
代
翻
案
」

庸
厳
耕
墾
「
中
国
地
由
力
行
政
欄
甲
州
』
」
山
金
6
五
・
七
～
占
精
一
ハ
百
ハ

宮
崎
帯
定
「
東
洋
的
古
代
」

好
並
隆
司
「
漢
代
郷
里
制
の
前
提
」

第
二
節
註
②
参
照
。

第
二
目
無
⑭
参
照
。
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⑮
第
二
節
註
⑭
参
照
。

⑯
　
池
田
雄
一
「
漢
代
に
お
け
る
里
と
自
然
村
と
に
つ
い
て
」

⑰
　
越
智
重
明
「
漢
魏
晋
南
朝
の
郷
・
亭
・
里
」

⑱
松
本
善
海
「
秦
漢
時
代
に
お
け
る
亭
の
変
遷
」
。
労
瞭
氏
は
「
釈
野
瀬
之
亭
障

　
与
燵
燧
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
｝
九
本
、
｝
九
四
八
年
）

　
で
、
辺
境
の
候
・
燧
と
内
地
の
郷
・
亭
と
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

　
れ
て
い
る
が
、
氏
は
、
内
地
の
郷
亭
が
さ
き
で
、
辺
境
の
候
燧
は
二
次
的
な
も
の

　
と
さ
れ
て
い
る
。

⑲
日
比
野
丈
央
「
郷
亭
里
に
つ
い
て
の
研
究
」

歪
も
　
宮
崎
市
定
「
中
属
に
お
け
聚
落
形
体
の
変
遷
に
つ
い
て
」

⑳
　
た
と
え
ば
、
書
道
博
物
館
所
蔵
の
漢
光
和
元
年
（
一
七
八
）
の
地
券
に

　
光
和
元
年
十
二
月
丙
午
朔
十
五
日
、
平
陰
都
郷
市
南
里
曹
仲
成
、
同
県
男
子
陳

　
胡
奴
よ
り
、
長
谷
虫
部
馬
領
悟
の
北
の
家
田
露
髄
を
買
う
。
…
…

　
と
あ
る
。

⑫
　
日
昆
野
丈
夫
「
郷
電
燈
に
つ
い
て
の
研
究
」
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四
　
五
里
一
郵
、
郵
間
相
去
る
二
里
半
に
つ
い
て

　
で
は
、
　
『
続
漢
書
』
　
「
百
官
志
」
の
長
手
評
議
所
引
の
『
漢
官
儀
』
に
「
十
里
に
一
亭
を
設
く
。
黙
劇
、
亭
候
あ
り
。
五
里
一
曹
、
郵
間
相

去
る
二
里
半
、
姦
盗
を
司
ど
る
」
と
あ
る
の
は
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
郵
が
五
里
間
隔
に
お
か
れ
て
い
る
の
に
、
幽
間
二
里
半
と
い
う
こ
と

も
、
理
屈
に
あ
わ
な
い
。

　
伊
藤
徳
男
氏
は
、
こ
の
『
罵
言
儀
』
の
記
事
は
、
郵
が
あ
る
距
離
ご
と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
後
世
の
例
か
ら
み
れ
ば
、
五
里
間
隔
に
一
郵
を

お
い
た
と
み
て
差
支
え
な
い
が
、
漢
の
五
里
は
日
本
の
約
半
里
で
、
当
時
い
か
に
諸
種
の
点
で
不
備
不
便
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
余
り
に
近
す

ぎ
る
。
ま
た
五
里
一
子
と
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
十
里
一
亭
は
、
岡
崎
文
夫
属
が
い
わ
れ
た
ご
と
く
、
十
部
落
に
二
昂
を
お
く
と
解
す
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
五
里
一
郵
は
、
も
と
も
と
は
五
部
落
に
一
筆
を
お
い
た
こ
と
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
応
需
が
、
　
「
五
里
一
嘗
、

恩
間
相
去
る
二
里
半
」
と
し
、
あ
た
か
も
五
里
間
隔
に
一
夕
を
お
い
た
か
の
ご
と
く
書
い
て
い
る
の
は
、
漢
代
に
郵
が
置
と
改
め
ら
れ
、
置
が

遠
近
の
間
を
計
っ
て
お
か
れ
て
い
た
の
で
、
　
「
五
里
一
郵
」
と
い
う
伝
文
を
五
里
閥
隔
に
一
等
を
お
い
た
と
誤
解
し
、
そ
の
管
理
区
域
を
二
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

半
と
し
て
「
郵
間
相
去
る
二
里
半
」
な
る
句
を
附
会
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
厳
耕
望
氏
は
、
　
『
史
記
』
巻
五

五
「
留
侯
世
家
」
二
五
「
索
隠
」
所
引
の
『
漢
鼠
講
』
に
「
五
里
一
撃
、
三
人
の
居
間
、
相
去
る
二
心
半
」
と
あ
る
「
郵
人
居
間
」
の
「
人
居
」
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を
「
亭
」
の
誤
り
と
し
、
こ
れ
を
「
郵
亭
の
間
、
相
去
る
二
里
半
」
と
改
め
ら
れ
、
亭
か
ら
二
里
半
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
郵
を
お
き
、
郵
と
郵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
の
間
隔
が
五
里
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
郵
に
は
「
行
書
の
舎
」
（
『
説
文
』
）
の
ほ
か
に
、
　
「
と
が
め
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
姦
盗
の
取
り
締
り
を
行
な
っ
て
お
り
、

そ
の
管
轄
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
百
官
志
」
の
「
姦
盗
を
司
ど
る
」
と
い
う
文
は
、
上
の
「
霊
長
・
練
貫
あ
り
」

を
う
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
記
事
は
、
亭
長
が
郵
（
『
弾
子
儀
』
の
記
事
に
従
え
ば
、
郵
人
の
居
）
か
ら
二
里
半
は
な
れ
た
と
こ
ろ
の
治
安
の
責

任
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
郵
が
二
里
半
の
間
の
治
安
維
持
に
あ
た
っ
た
と
い
っ
て
い
る
硯
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

厳
耕
要
理
の
よ
う
に
、
　
「
平
間
相
去
る
二
里
半
」
を
「
郵
亭
の
間
、
相
去
る
二
里
半
」
と
し
、
亭
か
ら
二
里
半
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
郵
を
お
き
、

郵
と
郵
と
の
間
隔
を
五
里
と
す
る
と
、
亭
と
亭
と
の
躍
上
が
十
里
で
あ
る
か
ら
、
亭
と
郵
と
の
間
隔
は
つ
ね
に
二
里
半
と
な
り
、
甚
だ
具
合
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
解
釈
で
き
、
越
智
重
明
氏
も
こ
れ
に
従
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
さ
き
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
漢
制
に
よ
る
と
、
此
内
肝
上
の
亭
は
す
べ
て
阻
の
上
に
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
郵
は
畷
の
上
に
あ

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
陪
と
階
と
の
間
隔
が
一
〇
〇
〇
歩
H
三
・
三
分
の
一
里
、
畷
は
陪
と
陪
と
の
中
央
、
隔
か
ら
五
〇
〇
歩
1
1
一
・
三
分

の
二
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
筆
墨
氏
の
よ
う
に
み
る
と
、
も
し
亭
を
陪
の
上
に
お
け
ば
郵
が
畷
の
上
に
来
な
く
な

り
、
ま
た
も
し
郵
を
畷
の
上
に
お
け
ば
亭
が
階
の
上
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
い
た
い
、
漢
代
の
人
衛
宏
の
手
に
な
る
史
料
的
価
値
の
高

い
『
漢
旧
儀
』
の
記
事
は
、
む
や
み
に
訂
正
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
郵
は
、
唐
の
司
馬
貞
が
「
郵
は
す
な
わ
ち
今
の
候
な
り
」
（
『
史
記
』
「
留
侯
世
家
」
索
隠
）
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
候
で
あ
る
。
亭
も
ま
た
『
史

記
』
巻
一
一
〇
「
飼
奴
伝
」
　
「
正
義
」
が
顧
・
胤
の
説
を
ひ
い
て
「
亭
は
早
早
の
居
る
所
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
候
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
と
も
に
斥
候
・
警
察
・
墨
黒
の
こ
と
を
行
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、
亭
は
郵
の
大
き
な
も
の
で
、
こ
れ
が
行
旅
の
宿
泊
施
設
を
も
っ
て
い
た
た

め
、
亭
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
『
風
俗
通
』
が
「
亭
は
留
な
り
。
蓋
し
行
旅
の
宿
会
に
館
と
す
る
所
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
亭
は
郵
を
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
り
、
郵
は
亭
の
出
張
所
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
亭
長
の
郵
逓
・
警
察
管
区
と
、
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氏
人
す
な
わ
ち
郵
の
役
人
の
郵
逓
・
警
察
管
区
と
の
聞
に
境
界
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
亭
と
郵
と
の
間
隔
が
五
里
で
あ
ウ
た
か

ら
、
そ
れ
を
二
半
里
ず
つ
に
分
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
漢
臓
儀
』
に
「
五
里
一
郵
、
郵
人
の
居
間
、
相
番
番
二
里
半
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の

こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
勿
論
郵
は
地
籍
事
務
を
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
こ
の
地
籍
は
、
す
べ
て
亭

長
が
管
理
し
た
。

　
そ
こ
で
、
　
『
漢
厳
儀
』
の
記
事
を
『
漢
正
儀
』
に
よ
っ
て
補
っ
て
亭
・
郵
の
関
係
を
み
る
と
、
　
「
十
里
ご
と
に
一
亭
を
設
く
。
亭
に
は
亭
長
、

亭
候
が
い
る
。
亭
か
ら
五
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
郵
を
お
く
。
亭
長
は
郵
の
役
人
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
ら
二
里
半
は
な
れ
た
と
こ
ろ
の
姦

盗
取
り
締
り
を
行
な
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
『
漢
官
倉
』
の
「
五
里
一
溜
」
と
「
郵
間
相
去
る
二
里
半
」
と
を
、
矛

盾
な
く
解
決
で
き
る
。

　
①
伊
藤
徳
男
「
漢
代
の
郵
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
越
智
重
明
「
漢
魏
晋
南
朝
の
郷
・
亭
・
里
」

　
②
巌
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
e
六
一
～
六
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五
県
方
百
里
と
県
城
に
つ
い
て

　
さ
て
、
私
は
、
漏
壷
に
て
『
漢
書
』
　
「
百
官
公
卿
表
」
に
「
県
大
落
方
百
里
」
と
あ
る
の
は
、
着
す
な
わ
ち
県
治
が
お
か
れ
た
都
郷
の
大
き

さ
が
、
周
囲
お
お
む
ね
百
里
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
都
郷
が
、
お
お
む
ね
彰
彰
四
方
内
に
あ
る
郷
す
な
わ
ち
下
郷
を
管
轄
す
る
と
い
う
こ
と
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

二
通
り
の
意
味
が
あ
る
と
し
、
　
「
百
官
公
卿
表
」
は
、
前
の
場
合
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　
こ
の
「
百
官
公
卿
表
」
の
記
事
に
つ
い
て
、
松
本
善
海
氏
は
、
こ
れ
を
百
里
四
方
と
と
ら
れ
、
か
っ
こ
の
記
事
の
ま
え
に
「
大
率
十
里
一
亭
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
な

十
亭
一
郷
」
と
あ
り
、
こ
の
記
事
の
あ
と
に
「
そ
の
艮
、
硬
け
れ
ば
則
ち
減
じ
、
鋤
け
れ
ば
則
ち
畷
ぐ
。
郷
・
亭
ま
た
か
く
の
如
し
。
み
な
王

制
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
「
十
里
一
亭
」
は
「
血
止
百
里
」
と
同
じ
く
亭
の
大
き
さ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
、
亭
の
大
き
さ
を
十
里
四
方

と
さ
れ
㍉
諸
家
の
多
く
は
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
　
「
十
里
一
亭
」
と
は
、
十
里
間
隔
に
一
亭
を
お
く
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と
い
う
こ
と
で
あ
り
鮎
境
内
に
お
か
れ
た
亭
の
管
轄
す
る
亭
部
の
大
き
さ
は
六
百
頃
、
郷
の
大
き
さ
は
千
頃
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
、
　
「
百
官
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
な

卿
表
」
が
「
県
大
率
方
百
里
。
そ
の
民
稠
け
れ
ば
則
ち
減
じ
、
更
け
れ
ば
則
ち
扇
ぐ
。
郷
・
亭
ま
た
か
く
の
如
し
」
と
い
い
、
県
の
境
域
の
設

定
の
仕
方
と
、
郷
・
亭
の
そ
れ
と
の
間
に
、
特
別
な
区
別
を
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
こ
こ
に
い
う
県
の
広
さ
は
、
県
治
の
お
か
れ
た

平
す
な
わ
ち
都
郷
の
広
さ
を
い
っ
て
い
る
と
見
敬
さ
れ
る
。
そ
の
都
郷
の
広
さ
は
、
先
述
の
よ
う
に
二
位
階
1
1
二
華
分
で
あ
り
、
一
槍
随
の
大

き
さ
は
、
タ
テ
五
〇
〇
〇
聖
目
一
八
・
三
分
の
二
里
、
ヨ
コ
ニ
四
〇
〇
歩
×
二
u
四
八
O
O
歩
雇
一
六
里
で
あ
る
か
ら
、
一
箪
郷
の
大
き
さ
は

　
　
タ
テ
“
一
八
・
三
分
の
二
里
×
ニ

　
　
　
一
1
三
三
・
三
分
の
一
里

　
　
ヨ
コ
ー
一
六
里

　
　
周
囲
長
さ
1
1
九
八
・
三
分
の
二
里

で
あ
り
、
こ
れ
を
「
百
官
公
卿
表
」
が
「
県
大
率
方
百
里
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
一
都
郷
の
面
積
は
、
二
降
陪
分

　
　
一
〇
〇
〇
頃
×
ご
涯
二
〇
〇
〇
頃

で
あ
り
、
そ
の
戸
数
は

　
　
城
外
二
〇
〇
〇
戸
＋
城
内
一
〇
〇
〇
戸

　
　
　
一
三
〇
〇
〇
戸

で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
一
葦
郷
は
だ
い
た
い
い
く
つ
く
ら
い
の
下
郷
を
管
轄
し
た
か
。
　
『
漢
書
』
　
「
百
官
公
卿
表
」
所
載
の
元
始
二
年
の
統
計
と
認

め
ら
れ
る
県
・
郷
数
に
よ
っ
て
み
る
と
、
一
県
平
均
の
郷
数
は

　
　
（
六
六
二
二
郷
－
一
五
八
七
都
郷
）
÷
一
五
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八
七
県
一
四
・
一
七
郷

　
　
　
非
四
郷

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
一
つ
が
都
郷
で
あ
り
、
あ
と
の
三
郷
が
下
郷
で
あ
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
一
県
平
均
の
耕
地
は

　
　
二
〇
〇
〇
頃
＋
（
一
〇
〇
〇
頃
×
三
郷
）

　
　
　
1
1
五
〇
〇
〇
頃

だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
数
は
、
　
『
漢
書
』
　
「
地
理
志
」
所
載
の
元
始
二
年
の
統
計
と
認
め
ら
れ
る
金
国
墾
田
総
額
八
千
三
百
七
十
万
五

百
三
十
六
頃
を
県
数
で
割
っ
た
数
、
す
な
わ
ち

　
　
八
二
七
〇
五
三
六
頃
÷
一
五
八
七
県

　
　
　
雁
五
一
二
一
頃

と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
同
書
同
志
所
載
の
可
耕
地
未
墾
田
総
額
三
千
二
百
二
十
九
万
九
百
四
十
七
頃
を
県
数
で
割
る
と
、

一
県
平
均

　
　
三
二
二
九
〇
九
四
七
頃
÷
一
五
八
七
県

　
　
　
H
二
〇
三
四
七
頃

　
　
　
鼎
二
〇
〇
〇
〇
頃

の
可
耕
地
未
墾
田
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
も
し
「
県
大
寺
方
百
里
」
が
、
百
里
四
方
を
意
味
す
る
と
す
る
と
、
県
の
面
積
は

　
　
〔
（
三
〇
〇
歩
×
一
〇
〇
）
×
（
三
〇
〇
歩
×
一
〇
〇
）
）
÷
（
二
四
〇
歩
×
～
0
0
歩
）

　
　
　
一
三
七
五
〇
〇
頃

で
あ
り
、
そ
し
て
一
県
平
均
の
墾
田
と
可
耕
地
未
墾
田
の
総
額
が
、
さ
き
に
よ
り
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五
〇
〇
〇
頃
十
二
〇
〇
〇
〇
頃

　
　
　
一
二
五
〇
〇
〇
頃

で
あ
る
か
ら
、
一
石
の
ち
ょ
う
ど
三
分
の
二
が
墾
田
と
可
耕
地
未
墾
田
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
残
り
の
三
分
の
一
、
す
な

わ
ち

　
　
三
七
五
〇
〇
頃
1
二
五
〇
〇
〇
頃

　
　
　
皿
一
二
五
〇
〇
頃

が
、
邑
居
道
路
山
川
林
沢
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
比
率
が
、
魏
の
李
浬
の
い
う

　
　
地
方
百
里
、
提
封
九
万
頃
、
由
沢
邑
居
を
除
き
、
参
分
し
て
一
を
去
れ
ば
、
田
六
百
万
晦
と
為
る
（
『
漢
書
』
　
「
食
貨
志
」
）

と
い
う
諸
侯
の
封
地
に
お
け
る
墾
田
と
山
沢
邑
居
と
の
割
り
あ
い
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
七
瀬
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
魏
の
文
公
（
？
～
紀
元
前
三
九
六
年
）
に
っ
か
え
た
法
家
の
思
想
家
で
、
地
力
を
尽
す
法
を
説
い
た
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
秦

漢
の
郷
制
は
儲
蓄
（
～
～
紀
元
前
一
二
三
八
年
）
の
肝
階
綱
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
　
そ
の
県
の
制
度
は
商
鞍
の
先
輩
に
あ
た
る
李
狸
の
説
が
と
り

い
れ
ら
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
私
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
秦
漢
の
豊
郷
綱
は
、
李
浬
の
尽
地
力
法
と
商
鞍
の
肝
隔
翻
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
り
、
　
「
百
官
公
卿
表
」
の
「
県
大
率
方
百
里
」
と
い
う
の
に
は
、
周
囲
約
百
里
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
百
里
四
方
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た

と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
県
の
モ
デ
ル
を
図
説
す
れ
ば
、
図
皿
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
県
の
役
所
の
お
か
れ
た
攻
城
は
、
そ
の
都
郷
の
ど
こ
に
お
か
れ
た
か
。
郷
に
は
郷
治
が
お
か
れ
た
郷
城
と
、
亭
が
お

か
れ
た
亭
城
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
郷
が
県
に
指
定
さ
れ
た
場
合
、
県
城
は
当
然
そ
の
ど
れ
か
が
選
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
郷
治
・
亭
治

と
も
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
降
と
阻
と
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
、
七
城
も
ま
た
、
肝
と
陪
と
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
筈
で

あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
河
北
省
武
安
県
南
方
の
午
汲
古
城
と
よ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
れ
る
古
城
の
発
堀
報
告
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
国
時
代
の
武
安
置
、

　
漢
代
の
武
安
県
城
と
も
い
わ
れ
る
が
、
東
西
八
八
九
メ
ー
ト
ル
、

　
南
北
七
六
八
メ
ー
ト
ル
の
や
や
長
方
形
の
城
壁
を
も
ち
、
城
壁
の

　
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
な
い
し
六
メ
ー
ト
ル
、
基
底
の
幅
は
八
メ
ー

　
ト
ル
な
い
し
一
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
城
壁
の
東
・
北
・
西
の
三

　
面
の
中
間
に
一
〇
な
い
し
一
五
メ
ー
ト
ル
の
断
欠
が
あ
っ
て
、
昔

　
の
城
門
の
あ
と
と
み
ら
れ
、
南
面
の
少
し
西
よ
り
の
と
こ
ろ
に
同

　
じ
も
の
の
あ
と
ら
し
き
も
の
が
み
ら
れ
る
。
城
の
内
部
は
、
中
央

　
に
東
西
方
向
に
薄
葬
メ
ー
ト
ル
の
街
路
が
一
条
貫
通
し
、
南
北
に

　
は
各
々
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
四
条
の
街
路
が
あ
っ
た
と
想
定
さ

　
れ
る
。
こ
の
城
壁
と
街
路
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
十
個
の
ブ
μ
ッ

　
ク
が
漢
代
の
里
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
は
南
北
に
細

鐸
長
く
、
も
し
十
個
が
同
じ
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
里
の

　
大
き
さ
は
、
東
西
約
一
七
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
八
○
メ
ー
ト
ル

　
で
あ
る
。
こ
の
里
に
、
お
お
よ
そ
百
戸
の
家
が
あ
っ
た
と
認
め
ら

　
れ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
東
西
に
発
達
し
た
肝
と
、

　
は
、
城
内
に
入
い
る
と
街
と
よ
ば
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
と
こ
ろ
で
、

斑　目方百里について

1098765432官10里
㌣ンーへ一1

100里

100里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
北
に
ひ
か
れ
た
阻
と
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
城
外
の
肝
陪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
街
を
一
二
と
い
っ
た
。

私
は
さ
き
に
一
里
の
大
き
さ
を
二
四
〇
歩
×
五
〇
歩
と
し
た
。
城
外
陪
上
の
閲
里
は
一
里
で
あ
る
が
、
郷
貫
の
間
里
は
、
郷
城
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県郷亭里擬度1の原理と由来（古賀）

の
住
民
が
五
百
戸
で
あ
る
か
ら
五
里
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
県
城
の
閣
里
は
、
県
城
の
住
民
が
二
下
郷
分
、
千
戸
で
あ
る
か
ら
十
里
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
武
安
県
古
城
も
、
ま
さ
し
く
十
里
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
面
上
の
様
式
と
一
致
す
る
が
、
タ
テ
ニ
四
〇
歩
×
ヨ
コ
五
〇
歩

の
里
を
、
’
ヨ
コ
に
五
つ
、
タ
テ
に
二
列
並
べ
る
と
、
四
八
○
歩
×
二
〇
〇
歩
、
従
っ
て
周
囲
長
さ
一
三
六
〇
歩
一
1
四
・
四
里
で
あ
る
の
に
対
し
、

武
安
鹿
野
は
、
周
囲
三
三
一
四
メ
ー
ト
ル
、
そ
し
て
当
時
は
四
一
四
メ
ー
ト
ル
が
一
里
で
あ
っ
た
か
ら
、
八
二
二
里
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時

と
し
て
は
大
き
な
方
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
『
戦
国
策
』
　
「
下
策
」
合
文
夏
鳶
に
、
　
「
古
は
四
海
の
内
、
分
か
れ
て
万
国
と
な
る
。
城
大
と
い
え
ど
も
三
百
丈
を
す
ぐ
る
も
の
な
く
、
人

お
お
し
と
い
え
ど
も
、
三
千
家
を
す
ぐ
る
も
の
な
し
」
と
あ
る
。
さ
き
に
み
た
秦
漢
時
代
の
県
城
は
、
周
囲
四
里
、
住
罠
千
戸
、
そ
し
て
誠
下

に
二
千
芦
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
上
古
に
大
国
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
秦
漢
時
代
に
県
に
さ
れ
た
と
い
え
る
と
思
う
。

　
①
古
賀
登
「
漢
長
安
誠
の
建
設
プ
ラ
ン
」

　
②
第
二
節
註
⑮
参
照
。

六
　
県
郷
亭
里
制
度
に
よ
る
秦
漢
の
地
方
統
治
プ
ラ
ン

　
以
上
に
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
漢
代
の
地
方
統
治
が
、
意
外
に
も
一
つ
の
原
則
に
よ
っ
て
、
整
然
と
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
と
思
う
。

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
改
め
て
『
漢
書
』
所
載
の
元
始
二
年
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
田
土
・
戸
口
統
計
、
県
郷
亭
数
を
検
討
し
、
秦
漢
の
地
方
統

治
プ
ラ
ン
、
国
土
計
画
が
、
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
が
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
明
ら
か
に
し
た
い
。
統

計
の
全
文
は

　
　
凡
そ
郡
国
一
忠
言
、
県
主
千
三
百
一
十
四
、
道
三
十
二
、
侯
国
二
百
四
十
一
。
地
、
東
西
九
千
三
百
二
里
、
南
北
万
三
千
三
百
六
十
八
里
。
提
封
田
一
万

　
　
万
四
千
五
百
一
十
三
万
六
千
四
百
五
頃
。
其
の
一
万
万
二
百
五
十
二
万
八
千
八
百
八
十
九
頃
、
邑
居
道
路
山
川
林
沢
の
璽
、
帯
す
べ
か
ら
ず
。
其
の
三
千

　
　
二
百
二
十
九
万
九
百
四
十
七
頃
、
嘉
す
べ
く
し
て
墾
さ
ず
（
原
文
に
「
可
墾
不
可
墾
」
と
あ
る
の
は
、
「
江
蘇
未
墾
」
の
誤
り
）
。
定
墾
田
八
百
二
十
七
万

　
　
五
百
三
十
六
頃
。
罠
戸
千
二
百
二
十
三
万
三
千
六
十
二
。
口
五
千
九
蒼
五
十
九
万
四
千
九
百
七
十
入
。
漢
の
土
盛
な
り
。
（
「
地
理
志
」
）

77 （217）



　
　
列
侯
食
す
る
所
の
県
は
国
と
い
い
、
皇
太
后
・
皇
后
・
公
主
食
す
る
所
は
邑
と
い
い
、
蛮
夷
あ
る
は
道
と
い
う
。
凡
そ
県
道
国
雪
雲
五
百
八
十
七
、
郷
六

　
　
千
六
百
二
十
二
、
亭
二
万
九
千
六
百
三
十
五
。
（
「
百
官
公
卿
表
」
）

の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
地
理
志
」
の
田
土
統
計
は
、
邑
居
道
路
山
川
御
報
と
可
墾
未
墾
田
と
定
墾
田
と
を
加
え
た
も
の
を
提
馬
田
か
ら
引
く
と
、

二
百
四
万
六
千
三
十
三
頃
の
誤
差
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
、
墾
田
、
可
耕
地
未
墾
田
額
の
誤
り
と
い
う
よ
り
も
、
邑
居
道
路
山
川
林
高
額
な
い

し
は
提
封
田
額
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
東
西
九
千
三
百
二
里
、
南
北
一
万
三
千
三
百
六
十
八
里
を
方
形
と
仮
定
し
て
漢
の
総
面
積
を
出
す
と
、

　
　
九
三
〇
二
里
x
一
三
三
六
八
里

　
　
　
一
（
三
〇
〇
歩
x
九
三
〇
二
）
×
（
三
〇
〇
歩
×
＝
一
一
三
六
八
）
一
一
一
　
九
一
四
二
二
四
〇
〇
〇
平
方
歩
÷
（
二
四
〇
歩
×
一
〇
〇
歩
）

　
　
　
紅
四
六
六
三
〇
九
二
六
〇
頃

で
あ
る
。
従
っ
て
唐
の
顔
師
古
が
、
黒
蓋
田
に
注
し
て
、
　
「
提
封
な
る
も
の
は
、
そ
の
言
伝
を
大
挙
す
る
な
り
」
と
い
い
、
こ
れ
を
総
面
積
と

と
っ
た
の
は
、
正
し
く
な
い
。
提
封
田
と
は
、
文
字
通
り
、
諸
侯
の
封
に
提
し
う
る
と
こ
ろ
の
田
と
い
う
意
味
で
、
人
間
の
近
づ
き
得
な
い
よ

う
な
大
山
巨
沢
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。
右
に
よ
る
と
、
提
封
田
は
、
全
国
総
面
積
の
だ
い
た
い
三
分
の
一
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ

る
。　

提
封
田
の
う
ち
、
実
際
に
県
が
お
か
れ
た
と
こ
ろ
は
、
県
の
封
域
を
百
里
四
方
と
す
る
と

　
　
三
七
五
〇
〇
頃
×
一
五
八
七
県

　
　
　
1
1
五
九
五
一
二
五
〇
〇
頃

　
　
　
非
六
〇
〇
〇
万
頃

で
あ
る
。
墾
田
と
可
耕
地
未
墾
田
は
、
当
然
そ
の
中
に
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
額
は

　
　
八
二
七
〇
五
三
六
頃
＋
三
二
二
九
〇
九
四
七
頃
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H
四
〇
四
六
一
四
八
二
頃

　
　
　
鈷
四
〇
〇
〇
万
頃

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
県
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
総
面
積
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
。
だ
か
ら

　
　
六
〇
〇
〇
万
｝
唄
－
四
〇
〇
〇
万
開
唄

　
　
　
1
1
二
〇
〇
〇
万
頃

が
県
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
邑
居
道
路
山
川
林
沢
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
山
川
富
沢
は
、
県
が
管
理
し
、
県
罠
の
利
用
に
供
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
虫
害
道
路
山
川
林
沢
の
う
ち
、
残
り
の
部
分
は
、
国
が
管
理
し
て
い
た
。
と
き
お
り
、
皇
帝
の
恩
恵
と
し
て
と
ら
れ
た

「
山
沢
の
禁
を
ゆ
る
め
、
民
と
そ
の
利
を
共
に
す
」
と
い
う
措
置
は
、
民
に
こ
の
部
分
の
利
用
を
許
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
県
内
の
様
子
に
つ
い
て
み
る
と
、
さ
き
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
県
平
均
の
墾
田
は
、

　
　
五
〇
〇
〇
頃

一
県
平
均
の
可
耕
地
未
墾
田
は

　
　
二
〇
〇
〇
〇
頃

一
県
平
均
の
邑
居
道
路
山
川
林
沢
は

　
　
　
＝
一
五
〇
〇
頃

一
県
平
均
の
郷
数
は

　
　
四
郷
（
う
ち
都
郷
一
、
下
郷
三
）

従
っ
て
、
一
郷
平
均
の
耕
地
は

　
　
　
一
〇
〇
〇
頃

一
郷
平
均
の
可
耕
地
未
墾
田
は
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二
〇
〇
〇
〇
頃
÷
〔
（
一
都
郷
蹉
二
郷
分
）
＋
三
下
郷
〕
1
1
四
〇
〇
〇
頃

一
郷
平
均
の
戸
数
は

　
　
一
五
〇
〇
戸
（
う
ち
城
内
五
〇
〇
戸
、
城
外
一
〇
〇
〇
戸
）

で
あ
り
、
都
郷
は
、
そ
の
倍
。
そ
し
て
、
都
郷
に
三
亭
、
下
郷
に
二
亭
が
お
か
れ
た
。

　
以
上
の
こ
と
を
大
観
す
る
と
、
盛
漢
時
の
人
は
、
全
国
の
総
面
積
を
約
一
万
里
四
方
1
1
四
六
六
三
〇
万
頃
龍
四
五
〇
〇
〇
万
頃
と
考
え
、
そ

の
三
分
の
一
の
一
五
〇
〇
〇
万
頃
を
提
封
田
と
し
、
そ
の
う
ち
＝
○
○
○
万
頃
を
邑
道
路
山
川
林
沢
と
し
、
六
〇
〇
〇
万
頃
に
心
置
し
、
県

内
の
八
○
○
万
頃
を
耕
地
、
三
二
〇
〇
万
頃
を
可
耕
地
未
墾
田
と
し
、
県
社
＝
ハ
○
○
、
郷
数
六
四
〇
〇
（
う
ち
一
六
〇
〇
都
郷
、
四
八
○
○

下
郷
）
、
　
一
郷
一
〇
〇
〇
頃
、
　
一
五
〇
〇
戸
（
う
ち
五
〇
〇
戸
城
内
、
一
〇
〇
〇
戸
城
外
）
と
し
、
そ
し
て
亭
数
を
、
郷
亭
1
1
（
一
六
〇
〇
×

三
）
＋
〔
（
六
四
〇
〇
一
一
六
〇
〇
）
×
二
〕
1
1
一
四
四
〇
〇
、
路
善
美
一
六
〇
〇
〇
、
計
三
〇
四
〇
〇
亭
お
く
の
が
至
当
で
あ
る
と
考
え
、

そ
の
よ
う
な
地
方
統
治
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
地
方
の
村
落
・
都
市
を
整
理
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ど
の
よ
う
な
原
理
を
基
礎
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
私
は
、
　
『
漢
書
』
の

田
土
統
計
、
県
油
断
に
よ
る
と
、
百
里
四
方
の
県
内
に
お
け
る
墾
田
と
可
耕
地
未
墾
田
を
た
し
た
田
額
と
、
邑
居
道
路
山
川
沼
沢
と
の
比
率
が
、

李
埋
の
尽
地
力
法
に
い
う
地
方
百
里
の
諸
侯
の
地
に
お
け
る
墾
田
額
と
邑
居
山
川
林
沢
と
の
割
り
あ
い
と
、
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
こ
の
李
埋
の
「
地
方
百
里
。
提
封
九
万
頃
。
山
沢
卜
居
を
除
き
、
参
分
し
て
一
を
去
れ
ば
、
田
六
百
万
晦
と
な
る
」
と
い
う
諸
侯
の
土

地
に
つ
い
て
、
宮
崎
市
定
氏
は
、
周
囲
に
六
万
畝
す
な
わ
ち
六
百
古
画
の
耕
地
を
も
ち
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲
に
三
万
正
す
な
わ
ち
三
百
古
流
の

山
沢
を
も
ち
、
十
里
四
方
の
土
地
を
支
配
す
る
邑
i
氏
は
、
こ
れ
が
漢
代
に
亭
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
一
を
、
凡
そ
百
個
集
め
た
地
域
を
意

味
し
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、
そ
う
は
解
さ
な
い
。
李
埋
の
い
う
地
方
百
里
の
侯
国
は
、
中
心
に
上
古
の

大
城
と
よ
ば
れ
る
規
模
の
三
百
丈
の
城
と
三
千
戸
の
人
戸
を
も
つ
邑
が
、
百
里
四
方
内
に
あ
る
そ
の
半
分
く
ら
い
の
邑
を
い
く
つ
か
支
配
し
、

そ
の
全
土
の
三
分
の
二
の
六
百
古
頃
を
耕
し
、
残
り
の
三
分
の
一
の
三
百
二
心
を
邑
居
山
川
林
沢
と
し
て
い
た
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
李
埋
の
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い
う
侯
国
と
、
漢
代
の
県
と
の
違
い
は
、
侯
国
で
は
全
土
の
三
分
の
二
の
可
耕
地
を
全
部
耕
し
て
い
た
の
に
、
漢
の
県
で
は
、
可
耕
地
の
五
分

の
一
を
耕
し
、
五
分
の
四
を
未
墾
田
と
し
て
残
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
一
方
『
鵬
翼
書
』
に
よ
る
と
、
商
鞍
の
法
は
、
良
田
が
十
分
の
四
、
平

田
が
十
分
の
二
、
．
邑
居
道
路
山
川
林
沢
が
十
分
の
四
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
秦
は
魏
に
比
し
、
後
進
地
帯
で
あ
る
か
ら
、
十
分
の
六
の

可
耕
地
の
う
ち
、
三
分
の
二
を
耕
し
、
三
分
の
一
を
悪
田
と
し
て
残
し
た
の
で
あ
り
、
天
下
を
統
一
し
た
漢
は
、
一
兆
数
千
万
頃
を
越
す
提
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

田
を
有
し
た
か
ら
、
可
耕
地
の
五
分
の
四
を
未
墾
田
と
し
て
残
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
秦
漢
の
県
黒
甜
里
制
度
は
、
魏
の
李
浬
の
尽
地
力
法
と
秦
の
商
鞍
の
肝
階
制
の
原
理
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
尽
地
力
法
は
、
人
力
と
地
力
を
尽
す
富
国
の
策
で
あ
り
、
降
管
制
は
、
　
「
か
つ
耕
し
、
か
つ
戦
う
」
強
兵
の
策
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
、
六
郷
斜
里
制
度
に
よ
る
秦
漢
の
地
方
統
治
プ
ラ
ン
は
、
李
浬
の
富
国
策
と
商
鞍
の
強
兵
策
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
①
宮
崎
市
定
「
東
洋
的
古
代
」

　
②
古
賀
登
「
降
晒
孜
一
二
颯
○
歩
1
1
一
畝
制
の
成
立
問
題
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
史
学
雑
誌
』
近
刊
号
）
参
照

，四郷回収制度の原理と由来（古賀）

結

び

　
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
の
雷
管
優
等
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
史
料
に
種
々
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
漢

の
田
土
・
戸
口
統
計
、
県
郷
亭
里
数
と
あ
わ
な
い
た
め
、
容
易
に
そ
の
全
貌
が
つ
か
め
な
い
現
状
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
伝
文
の
「
愚
論
一
二
」
と
は
、
百
家
一
里
の
村
落
十
で
一
郷
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
十
里
一
亭
、
十
亭
一
郷
」
と
は
、

幹
線
道
路
の
十
程
早
お
き
に
一
亭
を
お
き
、
十
亭
ご
と
に
一
息
を
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
十
里
に
一
亭
を
設
く
。
亭
長
・
亭
候
あ
り
。

五
里
一
塁
。
語
間
絹
去
る
二
里
半
、
姦
盗
を
司
ど
る
」
と
は
、
亭
と
亭
と
の
中
間
、
亭
か
ら
五
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
郵
を
お
き
、
亭
長
と
平

人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
二
里
半
の
間
の
治
安
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
県
大
急
方
百
里
」
と
は
、
出
す
な
わ
ち
都
郷
の
大
き
さ
が
、

周
熟
熟
百
里
で
あ
り
、
洞
塒
に
そ
の
都
郷
が
、
約
百
里
四
方
内
に
あ
る
長
郷
を
管
轄
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
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す
べ
て
こ
の
史
料
を
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
一
士
の
大
き
さ
は
、
十
一
。
こ
れ
は
一
降
階
の
大
き
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
郷
の
戸
数
は
、
千
五
百
戸
。
そ
の
う
ち
千

戸
が
城
外
野
上
の
里
に
、
五
百
戸
が
城
内
の
里
に
住
ん
で
い
た
。
だ
か
ら
、
秦
漢
の
郷
制
は
、
正
し
く
は
「
十
五
里
一
驚
」
な
い
し
は
二
連

十
里
、
一
郷
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
十
里
一
郷
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
役
人
・
軍
人
・
商
工
業
者
な
ど
の
住
む
城
内
の
里
を
除
き
、
農
民
の

住
む
城
外
阻
上
の
里
の
数
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
郷
は
、
そ
の
周
囲
に
、
約
四
倍
の
可
耕
地
未
墾
田
を
も
っ
て
い
た
。

　
郷
の
う
ち
、
大
郷
に
県
治
を
お
き
、
そ
れ
に
約
百
里
四
方
内
に
あ
る
諸
費
を
管
理
さ
せ
た
。
都
郷
の
大
き
さ
は
、
二
郷
分
、
二
身
阻
、
戸
数

は
三
千
戸
、
う
ち
二
千
戸
が
城
外
隔
上
の
里
に
、
千
戸
が
城
内
の
里
に
住
ん
で
い
た
。
一
士
郷
は
、
平
均
三
つ
の
下
郷
を
管
理
し
た
。
だ
か
ら
、

一
型
の
耕
地
は
五
千
頃
、
可
耕
地
未
墾
田
が
二
万
頃
、
そ
れ
ら
は
県
の
総
面
積
の
三
分
の
二
に
あ
た
り
、
残
り
の
三
分
の
一
の
一
万
二
千
五
百

頃
が
昆
居
道
路
山
川
林
沢
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
幹
線
道
路
の
上
に
、
十
里
お
き
に
亭
を
お
い
た
が
、
都
郷
に
は
、
そ
の
幹
線
道
路
の
野
上
に

三
号
、
下
郷
に
は
二
面
を
お
き
、
そ
の
亭
の
長
の
亭
長
に
、
亭
部
の
治
安
確
保
・
郵
逓
制
度
の
維
持
と
と
も
に
地
籍
管
理
の
責
任
を
負
わ
せ
た
。

　
秦
漢
の
県
郷
亭
里
制
度
に
つ
い
て
、
伝
文
の
い
う
欄
度
と
、
漢
の
田
土
・
戸
口
統
計
、
県
郷
亭
里
数
と
の
聞
に
ズ
レ
が
あ
り
、
従
っ
て
、
伝

習
の
い
う
制
度
は
、
架
空
の
も
の
か
、
な
い
し
は
制
度
は
あ
っ
て
も
実
際
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
従
来
の
一
般
的
な
見

方
で
あ
る
が
、
県
郷
亭
里
制
度
を
さ
き
の
よ
う
に
み
る
と
、
漢
代
に
、
こ
の
制
度
が
、
勿
論
時
代
に
よ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
差
違
は
あ
っ
た
が
、

ま
さ
し
く
制
度
通
り
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
認
み
ら
れ
る
。

　
秦
漢
．
時
代
の
農
民
が
、
城
内
に
住
ん
で
い
た
か
、
城
外
に
往
ん
で
い
た
か
、
今
日
、
意
見
が
分
か
れ
る
が
、
私
は
、
城
外
阻
上
の
里
に
住
ん

で
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
県
・
郷
・
亭
・
里
の
設
定
の
仕
方
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
ま
ず
既
存
の
耕
地
・
聚
落
を
一
定
の
広
さ
の
下
部
に
分

け
、
亭
の
大
き
な
も
の
に
掃
治
を
お
き
、
そ
れ
に
一
定
面
積
内
に
あ
る
亭
を
支
配
さ
せ
、
郷
の
大
き
な
も
の
に
県
治
を
お
き
、
そ
れ
に
｝
定
面

積
内
に
あ
る
郷
を
支
配
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
ま
ず
一
定
の
広
さ
と
戸
口
の
多
少
に
よ
っ
て
郷
を
定
め
、
郷
内
の
幹
線
道
路

の
上
に
一
定
間
隔
に
亭
を
お
き
、
そ
の
亭
の
長
の
亭
長
に
一
定
面
積
内
の
治
安
維
持
と
地
籍
管
理
の
責
任
を
負
わ
せ
、
郷
の
大
き
な
も
の
に
県
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県郷亭黒闇度の原理と由来（古賀）

治
を
お
き
、
そ
れ
に
一
定
面
積
内
に
あ
る
諸
郷
を
統
轄
さ
せ
た
と
解
す
る
。
つ
ま
り
、
秦
漢
の
地
方
行
政
単
位
の
組
み
方
は
、
郷
が
基
礎
と
ざ

れ
、
そ
の
中
に
亭
を
お
き
、
上
か
ら
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
た
と
考
え
る
。

　
そ
の
郷
は
、
先
述
の
よ
う
に
一
肝
階
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
。
こ
の
肝
陪
と
は
、
秦
の
商
鞍
が
つ
く
っ
た
降
心
制
の
肝
階
で
あ
り
、
そ
の
降

陪
制
は
「
か
つ
耕
し
、
か
つ
戦
う
」
強
兵
の
策
で
あ
る
。
ま
た
県
は
、
百
里
四
方
で
、
そ
の
三
分
の
二
を
墾
田
お
よ
び
可
耕
地
未
墾
田
と
し
、

三
分
頃
一
を
邑
居
道
路
山
川
林
沢
と
し
た
。
こ
の
比
率
は
、
魏
の
李
樫
の
尽
地
力
法
に
い
う
、
地
方
百
里
の
諸
侯
の
地
に
お
け
る
墾
田
と
山
沢

饒
居
の
割
り
あ
い
と
同
じ
で
あ
る
。
尽
地
力
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
地
力
を
尽
し
、
人
力
を
尽
す
」
富
国
の
策
で
あ
る
。
た
だ
、
李
浬

の
い
う
尽
地
力
法
は
、
地
方
百
里
の
提
学
田
の
三
分
の
二
の
可
耕
地
す
べ
て
を
耕
し
て
い
た
の
に
、
漢
の
県
で
は
、
可
耕
地
の
五
分
の
一
だ
け

耕
し
、
残
り
の
五
分
の
四
を
未
墾
田
と
し
て
残
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
漢
の
県
令
が
商
鞍
の
容
疑
制
に
よ
っ
て
お
り
、
商
鞍
の
陪
隔
制
が

士
民
と
開
墾
と
に
よ
る
作
邑
の
制
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
天
下
を
統
一
し
、
広
大
な
提
言
田
を
手
に
入
れ
た
漢
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
土
を

経
営
し
、
地
方
を
統
治
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
秦
漢
の
県
愚
亭
里
制
度
は
、
訟
訴
の
富
国
策
と
商
鞍
の
強
兵
策
と
い
う
法
家
の
思
想
家
の
政
策

を
う
け
つ
い
だ
、
極
め
て
リ
ア
ル
な
政
策
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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早
稲
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大
学
教
授
・
東
京
都
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foundation　of　the　manors　belonging　to　Kongobu－ji　temple金剛峯寺was，

Iike　most　of　the　others，　shaken　in　those　days．　ln　the　15th　century，

however，　manor　control　system　of　Kongobu－ji　was　reorganized　by　means

of　so－called“Bunden－rule”分田支配，　first　of　a11，0ver　the．manovs　around

the　temple．

　　In　throwing　light　on　the　characteristics　of　the　manors　belonging　to

Kongobu－ji，　1　thinl〈　it　important　to　clarify　that　process－from　shaking

to　reorganization－and　its　Significance，　especial！y　in　connection　with

the　transition　of　the　rural　socia1　structure．　To　our　regret，　we　can　find

few　studies　on　this　problem　from　such　points　of　view．　Even　the　fun－

damental　process　of　transition　of　the　manor　control　system　has　never

been　made　clear．

　　In　thls　article　I　would　like　to　take　the　case　of　Arakawa　manor荒川荘

in　Kii　province糸己伊国，　and　intend　to　grasp　the　change　of　its　control

system　as　the　process　from“Zaike－rule”在家支配to“Bunden－rule”．

1　would　like　to　take　up　this　problem　from　two　viewpoints　as　follows；

one，　to　consider　the　controi　over　the　laRd－tax　on　Koden公田；the　bther，

to　investigate　into　the　contradiction　between　lord　of　the　manor　and

peasants．　These　two　viewpoints　may　！ook　like　a　matter　of　course．　But

the　former　studies　left　something　wanted　in　this　respect　as　1　have

showed　definiteiy　in　my　article　on“Akuto”悪党and　the　donation　of

“Daraniden”．陀羅尼田．　These　two　viewpoints　will　enable　us　to　Make

the　significance　of　“　Bundelt－rule”　system　clearer．

The　Principle　and　Origin　of　the　Hsien県

　　　　Hsiang郷T，ing亭li里・system

by

N．　Koga

　　The　problem　of　the　H蕊6％県跳∫僻9郷T’ing亭Li里・system　in

the　Ch’勿z秦and　Han　漢　period　has　been　very　controversial　subject

hitherto．　For　the　descriptions　of　the　history　books　on　this　system

contradict　one　anoth’ ?ｒ　and　don’t　accord　with　the　statistics　in　the　Han

漢period．
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　　However，　we　can　not　on！y　understand　all　the，　descriptions　without

confusion，　but　aiso　find　their　corrspondence　with　the　statistics，　if　we

presume　as　follows．

　　That，　in　the　Ch‘ien－mo階β百system　by　Shang－yaηrg商鞍in　the　Han漢

period，　one　Ch‘ien－mo罷千β百consisted　of　ten　sqtlare　sections　of　cultivated

land，　each　of　which　was　5，000　Pus歩long　and　2，400　Pus歩broad，　one

hundred　Ch‘ings頃：in　area　and　bordered　by　lanes．　And　every　grown・

up　man　in　a　single　family　received　one　Ch‘ing頃．

　　That，　one　Hsiang　郷　coRsisted　of　one　Ch‘ien－mo［S千β百，　1，500　doors－

among　them，　5eO　doors　were　included　within　cast！e　zone．一，　Tou－hsiang

都郷consisted　of　two　Ch‘ien－mos粁隔，　and，　Hsien県consisted　of　one

乃醜5が伽8都郷and　three　Shiahlasiangs一ド郷within　one　hundred　lis里

around．　And，　one　T，ing亭every　ten　lis里，　one　Tou－hsiang都郷every

one　hundred　lis里were　set　up．

　　Acc6rding　to　the　statistics　in　the　Han漢period，　one　Hsien県con－

sisted　of　5，000　Ch‘ings頃　of　cultivated！and，20，000　Ch‘ings頃of蟻ncuL

tivated　arable　land，　and　15，000　Ch‘ings頃of　villages，　hills，　rivers，　forests

and　swamps．　This　description　accords　with　the　ratio　of　the　area　of

the　culivated　land　to　that　of　villages，　hil｝s，　rivers，　forests　and　swamps

in　the　feud　country（侯国）within　one　hundred　lis里around，　described

by　Li　Huang　　≡狐火皇in　the　Wei魏period．

　　Consequently，　we　can　recogn量ze，　the　Hsien県Hsiang郷　丁，碗9亭

Li里・system　in　the　O観πg’秦Hafz漢period　came　from　both　Clein一　Ti－

Li盤地力theory　by　Li－Huang李煙and　Ch‘ien－mo［汗陪system　by　Sha－

ng一】rang面面．

A　Study　of　Feminism　in　Victorian　England　：

　　　　　　　費
　　　　　　　around　the　victorian　governesses

by

S，　Nishimura

　　The　feminist　movement　in　England　was　one　of　the　most　striking　social

movements　led　by　direct　ergaiiized　action　during　the　period　between　tlae

beginning　of　the　Victorian　age　and　the　first　World　War．　The　initiative

of　this　movement　was　taken　consistent！y　by　the　middle－class　women　and
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